
皇
子
女
の
産
養
に
つ
い
て

袂
袒
摂
関
・
院
政
期
に
お
け
る
変
化
を
中
心
に
袂
袒

新

井

重

行

は
じ
め
に

皇
子
女
の
誕
生
儀
礼
に
関
し
て
は
︑
中
村
義
雄
氏
の
研
究(�

)
を
ま
ず
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
︒
同
書
は
国
文
学
の
立
場
か
らう

産ぶ
や

養し
な

をい

始
め
と
す
る
諸
行
事
を
説
明
し
た
も
の
で
は
あ

る
が
︑
長
く
通
説
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
き
て
い
る
︒
歴
史
学
か
ら
の
研
究
と
し
て
は
︑

概
説
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
も
の
の
専
論
は
少
な
く
︑
平
間
充
子
氏
の
論
文(�

)
が
︑

平
安
時
代
の
皇
子
女
の
誕
生
前
後
の
儀
礼
を
扱
っ
た
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒

そ
の
後
︑
加
藤
理
氏(�

)
︑
二
村
友
佳
子
氏(�

)
︑
服
藤
早
苗
氏(�

)
︑
武
井
紀
子
氏(�

)
等
の
研
究
が
発
表

さ
れ
︑
皇
子
女
の
誕
生
儀
礼
に
関
す
る
議
論
は
深
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
未
だ
検
討
が
十
分
で
な
い
問
題
点
も
多
く
残
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
︒

当
部
に
お
い
て
は
︑
平
成
十
三
年
以
降
﹃
皇
室
制
度
史
料
﹄
儀
制
編

誕
生
と
し
て
︑

皇
室
に
お
け
る
古
代
か
ら
近
現
代
ま
で
の
御
産
と
誕
生
に
関
す
る
史
料
集
を
刊
行
し
︑
平

成
二
十
三
年
に
全
四
冊
の
刊
行
を
終
え
た(�

)
︒
関
係
史
料
を
容
易
に
参
照
で
き
る
環
境
が
整

っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
今
後
こ
の
分
野
の
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒

本
稿
は
皇
子
女
の
誕
生
儀
礼
の
う
ち
︑
特
に
産
養
に
つ
い
て
扱
い
︑
儀
の
性
格
と
展
開

過
程
に
つ
い
て
の
検
討
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

一

産
養
の
概
要
と
研
究
史
の
整
理

ま
ず
産
養
の
概
要
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
な
お
以
下
の
記
述
は
﹃
皇
室
制
度

史
料

儀
制

誕
生
四
﹄
に
多
く
拠
っ
て
い
る
の
で
︑
記
述
の
典
拠
と
な
る
史
料
に
つ
い

て
は
同
書
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

産
養
は
一
般
的
に
︑
新
児
の
誕
生
後
三
日
目
・
五
日
目
・
七
日
目
・
九
日
目
に
行
わ
れ

る
祝
宴
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
三
夜
・
五
夜
・
七
夜
・
九
夜
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
皇

室
に
お
い
て
は
厩
戸
皇
子
誕
生
の
際
︑
三
日
目
・
七
日
目
に
祝
宴
が
行
わ
れ
た
と
す
る

﹃
聖
徳
太
子
伝
暦
﹄
の
記
事
も
あ
る
が
︑
確
実
な
初
見
は
︑
延
長
元
︵
九
二
三
︶
年
誕
生

の
醍
醐
天
皇
皇
子
寛
明
親
王
の
例
で
あ
る
︒
さ
ら
に
長
保
元
︵
九
九
九
︶
年
誕
生
の
一
条

天
皇
皇
子
敦
康
親
王
の
例
ま
で
は
︑
九
夜
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
史
料
に
確
認
で
き
ず
︑
ほ

か
に
誕
生
当
日
や
十
一
日
目
︑
十
五
日
目
に
祝
宴
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
事
例

が
あ
る
︒
産
養
を
三
夜
・
五
夜
・
七
夜
・
九
夜
の
四
回
行
う
こ
と
が
定
着
す
る
の
は
︑
史

料
で
確
認
で
き
る
限
り
に
お
い
て
は
︑
寛
弘
五
︵
一
〇
〇
八
︶
年
誕
生
の
一
条
天
皇
皇
子
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敦
成
親
王
の
事
例
以
降
の
こ
と
で
あ
り
︑
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
開
催
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒
な
お
九
夜
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
開
催
を
史
料
で
確
認
で
き
な
い
事
例
も
あ
り
︑

省
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
う
ち
誕
生
後
七
日
目
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
奈
良
時
代
よ
り
︑
七
日

目
に
新
児
の
誕
生
を
祝
っ
て
大
赦
や
賜
禄
が
行
わ
れ
た
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
窺
う

こ
と
が
で
き
る
︒
七
夜
を
御
父
が
主
催
す
る
こ
と
が
︑
他
の
夜
に
比
べ
て
比
較
的
早
い
時

期
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

次
に
平
安
時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
例
を
対
象
と
し
て
︑
産
養
の
次
第
を
確
認

し
て
お
き
た
い
︒
当
日
に
参
加
の
公
卿
・
殿
上
人
が
参
着
す
る
と
︑
ま
ず
御
膳
と
御
衣
が

供
進
さ
れ
る
︒
次
い
で
公
卿
の
盃
酌
・
朗
詠
が
あ
る
︒
次
に
銭
や
紙
を
賭
け
て
賽
の
目
を

競
う
遊
戯
で
あ
る
攤
が
行
わ
れ
る
︒
続
い
て
新
児
の
息
災
を
願
っ
て
廻
粥
が
行
わ
れ
る
︒

廻
粥
の
作
法
は
︑
ま
ず
問
口
役
と
廻
粥
役
の
上
首
者
と
の
間
で
定
型
句
の
祝
詞
か
ら
な
る

問
答
が
あ
り
︑
次
い
で
廻
粥
役
が
殿
舎
の
周
囲
を
廻
る
と
い
う
も
の
で
︑
夜
々
の
数
だ
け

繰
り
返
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
が
産
養
の
主
体
を
な
す
行
事
で
あ
り
︑
基
本
的
に
各
夜
と
も
同

様
の
次
第
で
行
わ
れ
た
︒
な
お
︑
従
来
の
研
究
で
は
︑
読
書
・
鳴
弦
を
産
養
の
う
ち
と
理

解
す
る
説
明
も
見
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
産
養
と
は
別
の
行
事
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う(�

)
︒

以
上
の
点
を
確
認
し
た
う
え
で
︑
次
に
従
来
の
研
究
を
概
観
し
て
お
き
た
い
︒﹁
は
じ

め
に
﹂
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
こ
の
分
野
に
お
い
て
は
中
村
義
雄
氏
の
研
究
が
あ
り
︑
氏

は
︑
産
養
に
は
新
児
に
対
す
る
形
式
的
な
�
応
と
︑
母
子
の
邪
気
を
祓
い
新
児
が
健
全
に

育
つ
こ
と
を
祈
念
す
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
︒
ま
た
産
養
の
次
第
の
う
ち

の
廻
粥
や
︑
産
養
当
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
勧
学
院
の
学
生
等
に
よ
る
参
賀
を
採
り

上
げ
︑
内
容
を
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る(�

)
︒
但
し
︑
国
文
学
の
立
場
か
ら
の
言
及
と
い
う

こ
と
も
あ
り
︑
産
養
の
次
第
全
般
に
つ
い
て
の
検
討
は
十
分
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

平
間
充
子
氏
は
︑
そ
れ
ま
で
研
究
史
の
薄
か
っ
た
着
帯
・
産
養
・
五
十
日
・
百
日
な
ど

の
誕
生
儀
礼
に
つ
い
て
︑
次
第
の
詳
細
や
調
進
物
の
負
担
者
な
ど
に
言
及
し
︑
そ
の
意
義

を
論
じ
た
点
で
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
平
間
論
文
に
は
︑
産
養
の
次
第
に
つ

い
て
︑
御
父
が
天
皇
で
御
生
母
が
皇
后
の
場
合
に
は
︑
天
皇
が
七
夜
を
主
催
す
る
が
︑
こ

の
際
︑
新
児
の
御
衣
は
賜
ら
な
い
こ
と
︑
管
絃
の
遊
や
勧
学
院
の
参
賀
は
本
来
的
な
産
養

の
構
成
要
素
で
は
な
く
︑
寛
弘
五
年
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
︑
な
ど
の
特
徴

が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
但
し
︑
平
間
氏
は
産
養
の
性
格
に
つ
い
て
︑
新
児
に
対
す

る
形
式
的
な
�
応
で
あ
る
と
い
う
通
説
的
な
理
解
を
退
け
︑
他
界
か
ら
や
っ
て
き
た
新
児

か
ら
﹁
負
﹂
の
力
を
そ
ぎ
落
と
す
た
め
の
も
の
と
し
︑
歓
待
の
色
よ
り
も
忌
避
色
の
ほ
う

が
強
か
っ
た
と
結
論
し
て
い
る(

)
︒

10

平
間
氏
の
こ
の
結
論
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
二
村
友
佳
子
氏
・
服
藤
早
苗
氏
に
よ
っ
て

批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
二
村
氏
は
︑
出
産
直
後
に
行
わ
れ
る
諸
儀
礼
と
﹃
医
心
方
﹄
な

ど
か
ら
知
ら
れ
る
中
国
の
医
書
の
記
述
と
の
比
較
な
ど
を
通
し
て
︑
こ
れ
ら
の
儀
礼
は
新

児
か
ら
魔
を
払
い
︑
福
を
招
く
こ
と
を
祈
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と
し
︑
新
児

を
歓
待
す
る
意
味
が
あ
る
と
す
る
通
説
を
支
持
し
た(

)
︒
ま
た
服
藤
氏
は
胞
衣
の
扱
い
に
つ

11

い
て
︑
洗
浄
さ
れ
て
吉
方
に
納
め
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
産
所
の
天
井
に
納
め
ら

れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
祓
わ
れ
る
べ
き
対
象
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
平
間
氏
の
新
生

児
観
に
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る(

)
︒
筆
者
も
ま
た
両
者
の
意
見
に
賛

12

成
し
た
い
︒

但
し
二
村
氏
は
︑
産
養
は
新
児
と
生
母
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
︑
生
母
の
た
め
と
い
う

意
味
合
い
が
強
い
と
し
︑
そ
の
論
拠
に
︑
御
生
母
が
出
産
後
に
死
去
し
た
事
例
で
あ
る
康

保
元
︵
九
六
四
︶
年
の
村
上
天
皇
皇
后
藤
原
安
子
の
御
産
︑
長
保
二
︵
一
〇
〇
〇
︶
年
の

一
条
天
皇
皇
后
藤
原
定
子
の
御
産
︑
万
寿
二
︵
一
〇
二
五
︶
年
の
東
宮
敦
良
親
王
妃
藤
原

（ 2 ）



嬉
子
の
御
産
に
つ
い
て
︑
い
ず
れ
も
産
養
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
︑
貴
族
の
産
養
の
史

料
に
は
生
母
へ
の
御
膳
の
供
進
な
ど
を
始
め
生
母
へ
の
調
進
物
は
確
認
で
き
る
が
︑
新
児

へ
の
調
進
物
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
︑
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
一
点
目
に
つ
い
て
は
︑

不
幸
が
あ
っ
た
場
合
に
祝
宴
を
取
り
止
め
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し(

)
︑
二
点
目

13

の
産
養
に
お
い
て
供
進
さ
れ
る
御
膳
の
理
解
に
つ
い
て
は
︑
皇
室
の
例
と
貴
族
の
例
を
同

列
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
産
養
を
生
母
の
た
め
と
限
定
す
る
論

拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(

)
︒

14

な
お
︑
従
来
の
研
究
で
は
︑
産
養
に
お
い
て
供
進
さ
れ
る
御
膳
は
︑
生
母
へ
の
御
膳
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
︒
皇
室
の
例
に
絞
れ
ば
︑
確
か
に
天
暦
四

︵
九
五
〇
︶
年
誕
生
の
村
上
天
皇
皇
子
憲
平
親
王
の
例
で
は
︑﹁
息
所
御
膳(

)
﹂
と
い
う
記
述

15

が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
降
の
事
例
に
お
い
て
は
御
膳
の
供
進
対
象
が
明
示
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
︑
単
に
﹁
御
膳
﹂﹁
御
前
物
﹂
な
ど
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多

い
︒
憲
平
親
王
の
例
は
︑
産
養
の
内
容
が
分
か
る
も
の
と
し
て
は
突
出
し
て
早
い
時
期
の

事
例
で
あ
る
こ
と
︑
御
生
母
藤
原
安
子
が
女
御
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
点
か
ら
︑
後
の
事
例

と
同
列
に
扱
う
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
何
よ
り
も
︑
産
養
で
供
進
さ
れ

る
御
膳
を
御
生
母
へ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
︑
御
生
母
が
主
催
す
る
こ
と
の
多
い
三
夜

の
産
養
に
お
い
て
は
︑
自
ら
が
自
ら
を
祝
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
疑
問
で
あ
る
︒
確
か

に
︑
二
村
氏
が
貴
族
の
例
と
し
て
掲
げ
る
藤
原
実
資
の
子
の
産
養
の
例
で
は
︑
三
夜
・
七

夜
に
﹁
産
婦
前
﹂
と
み
え(

)
︑
こ
れ
が
生
母
へ
の
御
膳
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る

16

が
︑
こ
れ
を
規
模
や
主
催
者
な
ど
の
点
で
大
き
く
異
な
る
皇
室
の
例
に
も
適
用
す
る
に
は
︑

さ
ら
に
別
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
今
の
と
こ
ろ
筆
者
に
も
断
案
は
な
い
の
で
あ
る
が
︑

産
養
で
供
進
さ
れ
る
御
膳
を
生
母
へ
の
御
膳
と
理
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
も
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

こ
の
ほ
か
︑
キ
サ
キ
や
国
母
に
つ
い
て
の
関
心
か
ら
︑
産
養
に
言
及
し
た
研
究
が
あ
る
︒

服
藤
早
苗
氏
は
︑
憲
平
親
王
の
立
太
子
に
お
け
る
国
母
藤
原
穏
子
の
関
与
の
有
無
を
探
る

と
い
う
視
点
か
ら
︑
憲
平
親
王
の
誕
生
儀
礼
を
詳
細
に
検
討
し
︑
産
養
に
つ
い
て
以
下
の

点
を
指
摘
し
て
い
る(

)
︒

17

・
こ
の
事
例
は
︑
御
生
母
が
女
御
で
あ
る
た
め
天
皇
主
催
の
産
養
が
な
い
が
︑
天
皇
か

ら
の
賜
物
の
量
な
ど
は
皇
后
の
御
産
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
御
父
で
あ

る
村
上
天
皇
の
意
志
が
働
い
て
い
る
︒

・
初
夜
に
は
御
生
母
の
家
政
機
関
に
よ
り
産
養
が
な
さ
れ
︑
三
夜
に
は
御
生
母
の
母
方

叔
父
藤
原
興
方
・
御
生
母
の
母
方
従
兄
弟
藤
原
遠
規
に
よ
る
産
養
が
な
さ
れ
た
︒
七
夜

の
承
子
内
親
王
主
催
に
よ
る
産
養
の
参
加
者
は
︑
醍
醐
天
皇
の
皇
子
︵
村
上
天
皇
の
兄

弟
︶
の
参
加
も
あ
る
が
︑
主
と
し
て
御
生
母
の
双
方
的
親
族
が
集
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

十
一
日
目
の
太
皇
太
后
穏
子
︵
村
上
天
皇
の
御
生
母
︑
藤
原
師
輔
の
叔
母
︶
に
よ
る
産

養
は
︑
天
皇
家
と
藤
原
基
経
一
族
の
尊
長
に
よ
る
産
養
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒﹁
三
七

日
夜
﹂
に
産
養
を
奉
仕
し
た
重
明
親
王
室
藤
原
登
子
は
︑
御
生
母
藤
原
安
子
の
同
母
妹

で
あ
る
︒
全
体
と
し
て
は
母
方
親
族
主
催
に
よ
り
産
養
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

こ
の
事
例
が
︑
女
御
所
生
の
皇
子
を
皇
后
所
生
の
皇
子
に
准
じ
て
扱
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
︑
こ
の
と
き
の
産
養
に
御
生
母
の
親
族
が
深
く
関
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
︑

傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

以
上
︑
産
養
に
つ
い
て
︑
従
来
の
研
究
に
お
け
る
主
な
論
点
に
つ
い
て
整
理
し
た
︒
最

後
に
問
題
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

初
め
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
産
養
を
行
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
︑
風
俗
史
的
な
視
点

か
ら
の
検
討
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
先
述
の
服
藤
氏
の
研
究
に
お
い
て
︑
憲
平
親

王
の
事
例
に
限
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
産
養
の
検
討
か
ら
皇
位
継
承
に
関
わ
る
政
治
的
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な
問
題
を
指
摘
し
た
点
は
︑
継
承
す
べ
き
視
角
で
あ
り
︑
さ
ら
に
時
代
を
降
ら
せ
て
︑
他

の
事
例
に
つ
い
て
も
検
証
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

次
に
︑
産
養
の
説
明
に
時
期
差
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
従
来
の
研
究
で

は
︑
特
定
の
事
例
や
特
定
の
時
期
に
限
っ
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
産
養
が
行
わ
れ

な
く
な
る
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
︒

さ
ら
に
産
養
の
次
第
に
つ
い
て
三
夜
・
五
夜
・
七
夜
・
九
夜
の
次
第
を
特
に
区
別
せ
ず
︑

同
様
の
こ
と
が
毎
夜
行
わ
れ
る
と
い
う
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
た

め
各
夜
の
次
第
の
細
か
な
差
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
そ

の
た
め
に
儀
の
理
解
が
や
や
不
正
確
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
以
上
の
視
点
か
ら
︑
産
養
の
政
治
的
な
意
義
に
つ
い
て
の
検
討
を
行

い
︑
さ
ら
に
主
催
者
と
参
加
者
の
変
化
︑
各
夜
の
次
第
の
差
に
注
目
し
︑
こ
れ
ら
を
意
義

づ
け
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
︒

二

御
生
母
の
身
位
と
新
児
の
性
別
に
よ
る
違
い
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
︑
御
生
母
の
身
位
お
よ
び
新
児
の
性
別
に
よ
っ
て
︑
産
養
の
扱
い
や
そ
の
意

義
に
い
か
な
る
違
い
が
生
じ
る
か
を
確
認
す
る
︒

近
年
︑
天
皇
の
キ
サ
キ
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
山
本
一
也
氏
は
︑

一
連
の
研
究(

)
に
お
い
て
︑
キ
サ
キ
の
身
位
に
よ
っ
て
そ
の
所
生
子
の
扱
い
に
も
歴
然
と
し
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た
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
女
御
を
所
生
子
に
皇
位
継
承
の

可
能
性
が
あ
る
キ
サ
キ
︑
更
衣
を
そ
の
可
能
性
が
な
い
キ
サ
キ
と
規
定
し
た
こ
と
︑
冷
泉

朝
以
降
に
は
こ
の
関
係
が
︑
皇
后
袞
女
御
と
い
う
序
列
に
転
換
し
更
衣
が
消
滅
す
る
こ
と

な
ど
の
点
は
︑
本
稿
に
も
大
き
く
関
わ
る
論
点
で
あ
り
注
目
さ
れ
る
︒

産
養
に
つ
い
て
も
︑
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
キ
サ
キ
の
身
位
に

よ
っ
て
明
確
な
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
十
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
﹃
新
儀
式
﹄
皇
后
産

事
付
他
皇
子

生
誕
事

に
は
︑

皇
后
有
御
産
事
︑
先
遣
中
使
被
奉
問
之
︑
七
夜
仰
内
蔵
寮
令
設
�
饌
︑
有
賜
禄
物
︑

或
穀
倉
院
設

屯
食
等
也
︑

女
御
・
更
衣
産
所
︑
七
夜
遣
使
賜
物
︑

と
あ
り
︑
こ
の
頃
ま
で
に
は
︑
皇
后
の
御
産
に
は
七
夜
に
天
皇
が
�
饌
・
禄
物
を
賜
い
︑

女
御
・
更
衣
の
御
産
に
は
七
夜
に
物
を
賜
う
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

皇
子
女
の
産
養
に
つ
い
て
︑
あ
る
程
度
具
体
的
な
内
容
が
知
ら
れ
る
史
料
は
︑
そ
の
多

く
が
皇
后
の
御
産
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
女
御
以
下
の
御
産
の
例
も
い
く
つ
か
存
在

し
て
い
る
︒
い
ま
実
例
に
よ
っ
て
﹃
新
儀
式
﹄
の
規
定
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

女
御
藤
原
安
子
所
生
の
憲
平
親
王
の
誕
生
儀
礼
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
服
藤
氏
に
よ
る

検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
御
父
村
上
天
皇
に
よ
る
七
夜
の
主
催
こ
そ
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑

天
皇
か
ら
の
賜
物
が
皇
后
の
御
産
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
特
殊
な
例
で
あ
る
︒
氏
の
指

摘
の
通
り
︑
こ
こ
に
憲
平
親
王
を
皇
位
継
承
の
候
補
者
に
し
よ
う
と
す
る
天
皇
の
意
志
を

読
み
取
る
こ
と
は
︑
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

安
和
元
︵
九
六
八
︶
年
誕
生
の
師
貞
親
王
は
︑
冷
泉
天
皇
女
御
藤
原
懐
子
所
生
で
あ
る

が
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
に
よ
っ
て
七
夜
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
り
︑
詳
し

い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
︒﹃
新
儀
式
﹄
の
規
定
の
通
り
で
あ
れ
ば
︑
天
皇
か
ら
の
�
饌
の

下
賜
は
な
く
︑
賜
物
の
み
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
の
と
き
勧
学
院
の
参
賀
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
が
産
養
に
お
け
る
勧
学
院
参
賀
の
初
見
で
あ
る
︒
但

し
御
生
母
の
身
位
が
女
御
で
あ
る
こ
と
︑
一
条
天
皇
皇
子
敦
成
親
王
誕
生
の
こ
と
を
記
す

﹃
小
右
記
﹄
寛
弘
五
︵
一
〇
〇
八
︶
年
九
月
十
四
日
条
に
︑
産
養
に
お
け
る
勧
学
院
参
賀

が
初
例
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
か
ら
︑
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
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天
元
三
︵
九
八
〇
︶
年
誕
生
の
円
融
天
皇
皇
子
懐
仁
親
王
は
女
御
藤
原
詮
子
所
生
で
あ

る
が
︑
こ
の
と
き
の
産
養
に
つ
い
て
も
史
料
が
伝
わ
ら
ず
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
の
ち
の

史
料
で
あ
る
が
﹃
大
記
﹄︵﹃
御
産
部
類
記
﹄
七
所
引
︶
康
和
五
︵
一
一
〇
三
︶
年
正
月
廿

二
日
条
に
は
﹁
天
暦
冷
泉
院
御
産
・
天
元
一
条
院
御
産
二
遣
絹
・
綿
︑
不
遣
御
前
物
﹂
と

み
え
る
の
で
︑﹃
新
儀
式
﹄
の
通
り
︑
七
夜
に
天
皇
か
ら
の
御
前
物
の
供
進
は
な
く
︑
賜

物
の
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

康
和
五
年
誕
生
の
堀
河
天
皇
皇
子
宗
仁
親
王
は
女
御
藤
原
苡
子
所
生
で
あ
る
が
︑
こ
の

事
例
に
つ
い
て
は
︑
先
掲
の
﹃
大
記
﹄
を
始
め
諸
記
録
が
残
っ
て
お
り
︑
そ
の
産
養
が
具

体
的
に
知
ら
れ
る
︒
こ
の
と
き
の
産
養
は
︑
三
夜
・
五
夜
・
七
夜
・
九
夜
に
行
わ
れ
︑
七

夜
に
は
天
皇
か
ら
御
前
物
・
�
饌
・
禄
物
等
を
賜
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒﹃
大
記
﹄
に

は
﹁
七
夜
︑
公
家
有
御
養
産
︑
非
后
位
行
之
︑
今
度
始
例
也
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
が
女
御
所

生
子
で
あ
り
な
が
ら
︑
七
夜
に
天
皇
に
よ
る
産
養
が
行
わ
れ
た
初
例
で
あ
る
︒

但
し
︑﹃
大
記
﹄
に
は
︑

康
和
五
年
正
月
廿
二
日
︑
壬
寅
︑
今
夜
事
公
家
被
設
養
産
之
儀
︑
仍
臨
昏
如
例
人
々

参
集
︑︵
注
略
︶
座
定
之
後
︑
勅
使
蔵
人
左
少
将
顕
国
持
参
御
前
物
・
�
禄
等
︑榎
木

懸
盤

六
脚
︑︿
在
螺
鈿
︑﹀
御
飯
笥
一
口
︑︿
在
蓋
︑﹀
御
酒
盞
一
口
︑
御
汁
物
垸
二
口
︑
盤
十
二
枚
︑
窪
坏
四

口
︑
四
種
四
口
︑
御
箸
一
双
︑
匕
一
枚
︑
御
箸
台
一
枚
︑
已
上
銀
器
︑
折
敷
二
枚
︑︿
白
織
物
打
敷
︑﹀
件

御
前
物
︑
后
宮
御
産
之
時
遣
之
︑
随
供
馬
頭
盤
︑
内
膳
司
所
弁
備
也
︑
今
度
有
権
議
︑
止
馬
頭
盤
︑
御
厨

子
所
々
備
進
也
︑
件
御
前
物
︑
女
御
産
時
全
無
違
例
︑
天
暦
冷
泉
院
御
産
・
天
元
一
条
院
御
産
二
遣
絹
・

綿
︑
不
遣
御
前
物
︑
依
為
蔵
人
重
隆
之
行
事
︑
可
依
先
例
之
由
諷
諫
之
処
︑
清
凉
記
云
︑
后
宮
懐
孕
之
時

遣
産
具
︑
又
女
御
・
更
衣
同
之
由
被
注
者
︑
可
□〔弁

〕備
□〔之

〕由
︑
有
天
気
云
々
︑
頭
中
将
顕
実
朝
臣
為
揔
行
事

令
儲
之
︑
後
日
以
下
宮
人
事
︑
貫
首
令
申
院
之
処
︑
已
調
儲
畢
者
︑
雖
無
先
例
︑
於
今
者
不
可
止
歟
者
︑

令
奉
送
歟
︑
又
大
褂
廿
五
領
︑
絹〔綿

〕百
廿
疋
︑
絹
三
百
屯
︑
信
乃
布
三
百
段
︑
紙
五
百
帖
︑
�
五
十
前
︑
衝

重
廿
前
︑
屯
食
卅
具
︑
同
以
遣
之
︑
大
褂
内
蔵
︑
�
同
前
︑
今
度
大
膳
相
分
奉
仕
云
々
︑
無
先
例
歟
︑
内

蔵
皆
弁
備
也
︑
絹
・
綿
・
布
以
年
料
下
文
被
催
之
︑
紙
諸
国
︑
是
蔵
寮
相
加
薄
様
勤
之
︑
衝
重
・
屯
食
被

宛
分
于

所
司
︑

(︿

﹀
は
双
行
の
中
の
双
行
を
示
す
︒
以
下
同
じ
︒)

と
あ
り
︑
先
例
が
な
い
こ
と
に
途
中
で
気
が
つ
き
な
が
ら
も
︑
最
終
的
に
白
河
上
皇
の
判

断
に
よ
っ
て
こ
の
産
養
が
催
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
こ
の

と
き
の
産
養
に
は
各
夜
と
も
大
臣
の
参
加
が
確
認
で
き
ず
︵
産
養
の
参
加
者
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
︶︑
こ
れ
は
近
接
す
る
例
と
比
較
し
て
も
異
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
や
は
り
女

御
の
御
産
は
︑
意
図
的
に
皇
后
の
御
産
と
は
差
を
設
け
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
︒女

御
よ
り
下
位
の
女
房
の
御
産
に
つ
い
て
は
史
料
で
確
認
で
き
な
い
場
合
も
多
く
︑
産

養
が
行
わ
れ
た
か
否
か
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
多
い
が
︑
こ
れ
は
御
父
天
皇
か
ら
の
賜

物
も
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
皇
女
で
あ
っ
て
も
七
夜
に
御
父
天
皇

の
産
養
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
事
例
の
一
つ
と
し
て
︑
治
承
三
︵
一
一
七

九
︶
年
誕
生
の
高
倉
天
皇
皇
女
潔
子
内
親
王
︵
御
生
母
は
典
侍
︶
の
誕
生
を
記
す
﹃
山
槐

記
﹄
を
掲
げ
る
︒

治
承
三
年
四
月
十
八
日
︑
丙
午
︑
今
日
堀
川
宰
相
母〔女

〕
典
侍
按
察
︑
産
皇
女
云
々
︑

廿
四
日
︑
壬
子
︑
今
夜
堀
川
宰
相
頼
定
︑
孫
姫
七
夜
云
々
︑
刑
部
卿
頼
輔
□
□

〔朝

臣
〕

致
其

沙
汰
︑

な
お
︑
保
延
五
︵
一
一
三
九
︶
年
誕
生
の
鳥
羽
上
皇
皇
子
体
仁
親
王
に
つ
い
て
は
︑
御

産
は
御
生
母
藤
原
得
子
が
女
御
に
な
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
七
夜
は
御
父
鳥
羽
上
皇

が
主
催
し
︑
左
大
臣
以
下
の
公
卿
が
参
加
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る(

)
︒
ま
た
正
治
二
︵
一
二

19

〇
〇
︶
年
誕
生
の
後
鳥
羽
上
皇
皇
子
雅
成
親
王
も
御
生
母
藤
原
重
子
は
皇
后
や
女
御
で
は

な
い
が
︑
三
夜
・
五
夜
・
七
夜
の
開
催
が
確
認
で
き
る(

)
︒
こ
れ
ら
は
上
皇
皇
子
の
例
で
あ

20

り
︑
ま
た
産
養
の
具
体
的
な
内
容
ま
で
は
史
料
で
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
は

判
断
を
保
留
し
た
い
が
︑
い
ず
れ
も
新
児
の
皇
位
継
承
が
強
く
望
ま
れ
る
︑
あ
る
い
は
新

児
に
そ
の
資
格
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
特
殊
な
状
況
下
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
︒

（ 5 ）



以
上
︑
皇
子
女
の
産
養
に
お
い
て
︑
御
生
母
の
身
位
に
よ
っ
て
そ
の
規
模
に
差
が
設
け

ら
れ
て
お
り
︑
皇
后
袞
女
御
と
い
う
序
列
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒

こ
こ
で
︑
先
に
触
れ
た
山
本
氏
の
説(

)
を
参
考
に
す
れ
ば
︑
特
に
新
児
が
皇
子
の
場
合
に

21

は
︑
産
養
に
お
い
て
天
皇
か
ら
物
を
賜
る
こ
と
が
皇
位
継
承
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
示

す
こ
と
に
な
り
︑
ま
た
そ
の
量
の
多
寡
に
お
い
て
継
承
の
優
先
順
位
が
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
︒
従
っ
て
︑
皇
位
継
承
が
強
く
望
ま
れ
る
皇
子
が
誕
生
し
た
場
合
に
は
︑
御
生
母
の

身
位
が
皇
后
で
な
く
と
も
︑
皇
后
所
生
の
皇
子
に
准
じ
た
産
養
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り

得
た
の
で
あ
る
︒

確
か
に
産
養
は
︑
新
児
の
誕
生
を
祝
い
︑
息
災
を
祈
る
行
事
で
あ
る
が
︑
以
上
に
み
た

よ
う
に
︑
皇
子
女
の
場
合
に
は
︑
新
児
が
皇
子
で
あ
れ
ば
皇
位
継
承
に
関
わ
る
政
治
的
な

意
味
合
い
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
や
や
後
の
事
例
で
あ
る
が
︑
建
久
六

︵
一
一
九
五
︶
年
誕
生
の
後
鳥
羽
天
皇
皇
女
昇
子
内
親
王
の
九
夜
の
こ
と
を
記
す
﹃
三
長

記
﹄
に
﹁
寛
弘
︑
九
夜
有
威
儀
御
膳
︑
今
度
被
略
之
︑
為
皇
女
之
故
歟
﹂
と
あ
る
よ
う
に(

)
︑

22

皇
女
で
あ
る
が
ゆ
え
に
次
第
を
略
す
か
︑
と
い
う
発
想
が
生
じ
る
理
由
も
こ
の
辺
り
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
︒

三

産
養
の
主
催
者
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
産
養
の
各
夜
の
主
催
者
に
注
目
し
た
い
︒
産
養
の
主
催
者
は
︑
御
産
に
先
立

っ
て
行
わ
れ
る
御
産
雑
事
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る(

)
︒
つ
ま
り
産
養
の
主
催
者
は
︑
新
児

23

の
性
別
を
知
り
得
な
い
段
階
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
新
児
の
性
別
に
よ

る
扱
い
の
差
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
代
わ
り
に
︑
産
養
の
本
来
的
な
意
味
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
︒

表
�
は
史
料
に
確
認
で
き
る
各
夜
の
主
催
者
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
以
下
こ
の
表

か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
き
た
い
︒

長
保
元
︵
九
九
九
︶
年
誕
生
の
敦
康
親
王
の
例
ま
で
は
︑
御
生
母
が
女
御
で
あ
る
憲
平

親
王
の
事
例
を
除
き
︑
七
夜
に
は
御
父
が
祝
宴
を
催
す
傾
向
が
看
取
で
き
る
が
︑
そ
れ
以

外
の
夜
に
つ
い
て
は
︑
史
料
の
残
存
状
況
の
制
約
も
あ
り
︑
明
確
な
傾
向
は
見
出
せ
な
い
︒

な
お
新
児
の
同
母
兄
・
姉
に
よ
る
産
養
が
み
ら
れ
る
の
は
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る
︒

寛
弘
五
︵
一
〇
〇
八
︶
年
誕
生
の
敦
成
親
王
の
例
以
降
︑
鎌
倉
時
代
ま
で
の
例
に
つ
い

て
み
る
と
︑
三
夜
は
御
生
母
︑
五
夜
は
上
皇
あ
る
い
は
外
祖
父
︑
七
夜
は
御
父
︑
九
夜
は

近
親
者
の
う
ち
然
る
べ
き
者
が
催
す
と
い
う
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る(

)
︒

24

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
も
︑
付
け
足
す
べ
き
知
見
が
あ
る
の
で
︑
以
下
に
も
う

少
し
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒

ま
ず
三
夜
に
つ
い
て
は
御
生
母
が
︑
七
夜
に
つ
い
て
は
御
父
た
る
天
皇
も
し
く
は
上
皇

が
産
養
を
催
す
こ
と
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
は
︑
実
例
か
ら
し
て
も
動
か
し
が
た
い
︒

五
夜
に
つ
い
て
は
︑
十
一
世
紀
頃
ま
で
は
基
本
的
に
外
祖
父
が
産
養
を
催
し
て
い
た
︒

な
お
後
一
条
天
皇
皇
女
章
子
内
親
王
・
馨
子
内
親
王
の
例
に
つ
い
て
は
︑
三
夜
は
新
児
の

御
伯
父
藤
原
頼
通
が
︑
五
夜
は
御
生
母
藤
原
威
子
が
そ
れ
ぞ
れ
主
催
し
て
お
り
︑
三
夜
と

五
夜
の
主
催
者
が
上
記
の
傾
向
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
今

の
と
こ
ろ
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒

や
や
降
っ
て
︑
白
河
院
政
期
に
は
白
河
上
皇
が
独
占
的
に
五
夜
を
主
催
し
て
い
る
こ
と

が
大
き
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
に
は
当
該
期
に
外
祖
父
が
故
人
で
あ
っ
た

こ
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
︒
そ
れ
以
降
は
外
祖
父
に
よ
る
主
催
に
戻
っ
て
い
る
よ
う
に
も

み
え
る
が
︑
こ
れ
は
上
皇
の
皇
子
女
誕
生
の
例
が
多
く
︑
上
皇
が
御
父
と
し
て
七
夜
を
主

催
す
る
こ
と
が
多
い
点
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
弘
長
二
︵
一
二
六
二
︶
年
誕
生

（ 6 ）



（ 7 ）

皇
子
女

御
　
父

御
　
母

母
の
身
位

外
祖
父

降
誕

西
　
暦

三
　
夜

五
　
夜

七
　
夜

九
　
夜

備
　
考

廐
戸
皇
子

橘
豊
日
尊
（
用
明
）
埿
部
穴
穂
部
皇
女

欽
明
天
皇

伯
父
敏
達
天
皇

伯
母
皇
后

寛
明
親
王
（
朱
雀
）

醍
醐
天
皇

藤
原
穏
子

皇
后

（
故
）
藤
原
基
経

延
長
1
・
7
・
24

九
二
三

父
醍
醐
天
皇
・
祖
父

宇
多
上
皇

十
五
日
目
、
伯
父
藤

原
忠
平

成
明
親
王
（
村
上
）

醍
醐
天
皇

藤
原
穏
子

皇
后

（
故
）
藤
原
基
経

延
長
4
・
6
・
2

九
二
六

同
母
兄
東
宮
寛
明
親

王

父
醍
醐
天
皇

十
一
日
目
、
伯
父
左

大
臣
藤
原
忠
平

憲
平
親
王
（
冷
泉
）

村
上
天
皇

藤
原
安
子

女
御

藤
原
師
輔

天
暦
4
・
5
・
24

九
五
〇

美
濃
権
守
藤
原
興
方
・

前
但
馬
守
藤
原
遠
規

外
祖
父
右
大
臣
藤
原

師
輔

同
母
姉
承
子
内
親
王

初
夜
、
母
藤
原
安
子

・
十
一
日
目
、
祖
母

藤
原
穏
子
・
三
七
日
、

叔
母
藤
原
登
子

守
平
親
王
（
円
融
）

村
上
天
皇

藤
原
安
子

皇
后

藤
原
師
輔

天
徳
3
・
3
・
2

九
五
九

父
村
上
天
皇

敦
康
親
王

一
条
天
皇

藤
原
定
子

皇
后

（
故
）
藤
原
道
隆

長
保
1
・
11
・
7

九
九
九

父
一
条
天
皇

敦
成
親
王
（
後
一
条
）
一
条
天
皇

藤
原
彰
子

皇
后

藤
原
道
長

寛
弘
5
・
9
・
11

一
〇
〇
八

母
藤
原
彰
子

外
祖
父
左
大
臣
藤
原

道
長

父
一
条
天
皇

叔
父
東
宮
権
大
夫
藤

原
頼
通

敦
良
親
王
（
後
朱
雀
）
一
条
天
皇

藤
原
彰
子

皇
后

藤
原
道
長

寛
弘
6
・
11
・
25

一
〇
〇
九

母
藤
原
彰
子

外
祖
父
左
大
臣
藤
原

道
長

父
一
条
天
皇

叔
父
東
宮
権
大
夫
藤

原
頼
通

禎
子
内
親
王

三
条
天
皇

藤
原
妍
子

皇
后

藤
原
道
長

長
和
2
・
7
・
6

一
〇
一
三

母
藤
原
妍
子

外
祖
父
左
大
臣
藤
原

道
長

父
三
条
天
皇

伯
母
藤
原
彰
子

章
子
内
親
王

後
一
条
天
皇

藤
原
威
子

皇
后

藤
原
道
長

万
寿
3
・
12
・
9

一
〇
二
六

伯
父
関
白
藤
原
頼
通

母
藤
原
威
子

父
後
一
条
天
皇

馨
子
内
親
王

後
一
条
天
皇

藤
原
威
子

皇
后

（
故
）
藤
原
道
長

長
元
2
・
2
・
2

一
〇
二
九

伯
父
関
白
藤
原
頼
通

母
藤
原
威
子

父
後
一
条
天
皇

善
仁
親
王
（
堀
河
）

白
河
天
皇

藤
原
賢
子

皇
后

源
顕
房
（
藤
原
師
実

養
女
）

承
暦
3
・
7
・
9

一
〇
七
九

母
藤
原
賢
子

母
の
養
父
藤
原
師
実

父
白
河
天
皇

曾
祖
母
禎
子
内
親
王

禛
子
内
親
王

白
河
天
皇

藤
原
賢
子

皇
后

源
顕
房
（
藤
原
師
実

養
女
）

永
保
1
・
4
・
17

一
〇
八
一

母
藤
原
賢
子

父
白
河
天
皇

宗
仁
親
王
（
鳥
羽
）

堀
河
天
皇

藤
原
苡
子

女
御

（
故
）
藤
原
実
季

康
和
5
・
1
・
16

一
一
〇
三

母
藤
原
苡
子

祖
父
白
河
上
皇

父
堀
河
天
皇

伯
母
令
子
内
親
王

顕
仁
親
王
（
崇
徳
）

鳥
羽
天
皇

藤
原
璋
子

皇
后

（
故
）
藤
原
公
実

元
永
2
・
5
・
28

一
一
一
九

母
藤
原
璋
子

曾
祖
父
白
河
上
皇

父
鳥
羽
天
皇

父
天
皇
の
准
母
令
子

内
親
王

禧
子
内
親
王

鳥
羽
天
皇

藤
原
璋
子

皇
后

（
故
）
藤
原
公
実

保
安
3
・
6
・
27

一
一
二
二

母
藤
原
璋
子

父
鳥
羽
天
皇

（
令
子
内
親
王
か
）

通
仁
親
王

鳥
羽
上
皇

藤
原
璋
子

皇
后

（
故
）
藤
原
公
実

天
治
1
・
5
・
28

一
一
二
四

母
藤
原
璋
子

曾
祖
父
白
河
上
皇

父
鳥
羽
上
皇

父
上
皇
の
准
母
令
子

内
親
王

表
�

産
養
の
主
催
者

・
皇
子
女
の
産
養
の
う
ち
︑
主
催
者
が
あ
る
程
度
確
認
で
き
る
事
例
を
掲
げ
た
︒

・
続
柄
は
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
︑
新
児
か
ら
み
た
場
合
を
示
し
た
︒



の
後
深
草
上
皇
皇
女
貴
子
内
親
王
の
例
を
み
る
に
︑
外
祖
父
西
園
寺
実
氏
が
健
在
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
︑
後
嵯
峨
上
皇
が
五
夜
を
主
催
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
上
皇
が
あ
る
場
合

に
は
上
皇
が
優
先
し
︑
上
皇
が
不
在
な
ど
の
場
合
に
は
外
祖
父
が
主
催
す
る
と
い
う
序
列

が
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
︒

九
夜
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
開
催
が
史
料
で
確
認
で
き
な
い
例
も
あ
り
︑
主
催
者
の
傾
向

を
一
言
で
表
現
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
︒﹃
中
右
記
﹄
康
和
五
︵
一
一
〇
三
︶
年
正

月
十
七
日
条
に
は
﹁
或
有
九
夜
事
例
云
々
︑
是
養
産
人
有
之
時
事
云
々
﹂
と
あ
り
︑
然
る

べ
き
人
物
が
い
る
と
き
に
の
み
行
う
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

（ 8 ）

君
仁
親
王

鳥
羽
上
皇

藤
原
璋
子

女
院

（
故
）
藤
原
公
実

天
治
2
・
5
・
24

一
一
二
五

母
藤
原
璋
子

曾
祖
父
白
河
上
皇

父
鳥
羽
上
皇

父
上
皇
の
准
母
令
子

内
親
王

雅
仁
親
王
（
後
白
河
）
鳥
羽
上
皇

藤
原
璋
子

女
院

（
故
）
藤
原
公
実

大
治
2
・
9
・
11

一
一
二
七

母
藤
原
璋
子

曾
祖
父
白
河
上
皇

父
鳥
羽
上
皇

父
上
皇
の
准
母
令
子

内
親
王

本
仁
親
王

鳥
羽
上
皇

藤
原
璋
子

女
院

（
故
）
藤
原
公
実

大
治
4
・
閏
7
・
20

一
一
二
九

母
藤
原
璋
子

母
藤
原
璋
子

父
鳥
羽
上
皇

母
藤
原
璋
子

白
河
上
皇
崩
御
直
後

の
異
例

体
仁
親
王
（
近
衛
）

鳥
羽
上
皇

藤
原
得
子

（
故
）
藤
原
長
実

保
延
5
・
5
・
18

一
一
三
九

母
藤
原
得
子

皇
后
藤
原
泰
子

父
鳥
羽
上
皇

言
仁
親
王
（
安
徳
）

高
倉
天
皇

平
徳
子

皇
后

平
清
盛

治
承
2
・
11
・
12

一
一
七
八

母
平
徳
子

伯
父
内
大
臣
平
重
盛

父
高
倉
天
皇

曾
祖
母
藤
原
統
子

昇
子
内
親
王

後
鳥
羽
天
皇

藤
原
任
子

皇
后

九
条
兼
実

建
久
6
・
8
・
13

一
一
九
五

母
藤
原
任
子

外
祖
父
関
白
九
条
兼

実

父
後
鳥
羽
天
皇

伯
父
中
宮
大
夫
九
条

良
経

秀
仁
親
王
（
四
条
）

後
堀
河
天
皇

藤
原
竴
子

皇
后

九
条
道
家

寛
喜
3
・
2
・
12

一
二
三
一

母
藤
原
竴
子

外
祖
父
関
白
九
条
道

家

父
後
堀
河
天
皇

祖
母
藤
原
陳
子

久
仁
親
王
（
後
深
草
）
後
嵯
峨
天
皇

藤
原
姞
子

皇
后

西
園
寺
実
氏

寛
元
1
・
6
・
10

一
二
四
三

母
藤
原
姞
子

外
祖
父
前
右
大
臣
西

園
寺
実
氏

父
後
嵯
峨
天
皇

曾
祖
母
源
在
子

綜
子
内
親
王

後
嵯
峨
上
皇

藤
原
姞
子

皇
后

西
園
寺
実
氏

宝
治
1
・
10
・
9

一
二
四
七

母
藤
原
姞
子

外
祖
父
前
太
政
大
臣

西
園
寺
実
氏

父
後
嵯
峨
上
皇

貴
子
内
親
王

後
深
草
上
皇

藤
原
公
子

女
院

西
園
寺
実
氏

弘
長
2
・
6
・
2

一
二
六
二

母
藤
原
公
子

祖
父
後
嵯
峨
上
皇

父
後
深
草
上
皇

祖
母
藤
原
姞
子

啓
仁
親
王

亀
山
上
皇

藤
原
位
子

女
院

（
故
）
近
衛
基
平

建
治
2
・
11
・
17

一
二
七
六

父
亀
山
上
皇

祖
母
藤
原
姞
子

継
仁
親
王

亀
山
上
皇

藤
原
位
子

女
院

（
故
）
近
衛
基
平

弘
安
2
・
6
・
28

一
二
七
九

母
藤
原
位
子

父
亀
山
上
皇

恒
明
親
王

亀
山
上
皇

藤
原
瑛
子

女
院

西
園
寺
実
兼

乾
元
2
・
5
・
9

一
三
〇
三

母
藤
原
瑛
子

外
祖
父
前
太
政
大
臣

西
園
寺
実
兼

父
亀
山
上
皇

五
夜
は
定
の
史
料
に

よ
る

珣
子
内
親
王

後
伏
見
上
皇

藤
原
寧
子

女
院

西
園
寺
公
衡

延
慶
4
・
2
・
23

一
三
一
一

母
藤
原
寧
子

外
祖
父
前
左
大
臣
西

園
寺
公
衡

父
後
伏
見
上
皇

祖
父
伏
見
上
皇

量
仁
親
王
（
光
厳
）

後
伏
見
上
皇

藤
原
寧
子

女
院

西
園
寺
公
衡

正
和
2
・
7
・
9

一
三
一
三

母
藤
原
寧
子

外
祖
父
前
左
大
臣
西

園
寺
公
衡

父
後
伏
見
上
皇

祖
父
伏
見
上
皇

春
日
神
木
入
洛
に
よ

り
略
儀

皇
子
女

御
　
父

御
　
母

母
の
身
位

外
祖
父

降
誕

西
　
暦

三
　
夜

五
　
夜

七
　
夜

九
　
夜

備
　
考



そ
こ
で
皇
子
女
と
の
関
係
に
注
目
し
て
︑
九
夜
主
催
者
の
特
徴
を
整
理
し
て
い
き
た
い
︒

敦
成
親
王
・
敦
良
親
王
の
例
で
は
御
生
母
の
弟
藤
原
頼
通
が
︑
三
条
天
皇
皇
女
禎
子
内

親
王
の
例
で
は
新
児
の
叔
母
︵
御
生
母
の
同
母
姉
︶
藤
原
彰
子
が
主
催
し
て
お
り
︑
い
ず

れ
も
母
方
の
縁
故
者
に
よ
る
奉
仕
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う(

)
︒
そ
れ
以
降
︑
白
河
天
皇
皇
子
善

25

仁
親
王
の
例
に
お
い
て
は
︑
御
父
天
皇
の
御
祖
母
禎
子
内
親
王
が
︑
堀
河
天
皇
皇
子
宗
仁

親
王
以
後
の
白
河
院
政
期
の
例
に
お
い
て
は
︑
白
河
天
皇
皇
女
令
子
内
親
王
が
主
催
し
て

お
り
︑
父
方
の
縁
故
者
で
女
性
の
年
長
者
が
選
ば
れ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る(

)
︒
鎌
倉
時
代

26

ま
で
の
例
を
み
て
も
︑
概
ね
こ
の
傾
向
に
あ
て
は
ま
り
︑
国
母
が
あ
る
場
合
に
は
国
母
が

主
催
し
た
と
思
わ
れ
る
点
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
で
あ
る
︒

産
養
は
縁
故
者
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
る
︒
但
し
各
夜
の
主
催
者
は
︑
御
父
の
身
位
︑
御

生
母
の
身
位
︑
外
祖
父
の
有
無
︑
上
皇
の
有
無
︑
国
母
の
有
無
な
ど
の
要
因
が
複
雑
に
関

係
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
う
ち
︑
御
父
母
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
三

夜
・
七
夜
は
別
と
し
て
︑
五
夜
・
九
夜
の
主
催
者
が
︑
院
政
期
を
境
と
し
て
母
方
の
縁
故

者
か
ら
父
方
の
縁
故
者
へ
と
変
化
し
て
い
る
傾
向
が
読
み
取
れ
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深

い
︒
こ
れ
は
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
権
力
核
を
形
成
す
る
ミ
ウ
チ
関
係
の
変
化
︑

母
系
か
ら
父
系
へ
と
い
う
家
族
形
態
の
変
化
と
い
っ
た
政
治
・
社
会
構
造
の
変
化
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
し
︑
摂
関
が
掌
握
し
た
権
力
が
︑
院
の
も
と
で
再
編
さ
れ
る
と
い

う
議
論
に
も
︑
一
定
の
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

四

産
養
の
規
模
と
参
加
者
の
変
化
に
つ
い
て

従
来
の
産
養
に
つ
い
て
の
説
明
に
は
︑
七
夜
が
御
父
天
皇
の
主
催
に
よ
っ
て
盛
大
に
催

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
述
べ
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
一
方

で
は
産
養
の
次
第
は
他
の
夜
と
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
た
と
説
明
す
る
も
の
も
あ
り
︑
ど
の

よ
う
な
点
に
お
い
て
七
夜
が
最
も
盛
大
で
あ
る
の
か
︑
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も

明
確
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
の
皇
子
誕
生
の
場
面
に

お
い
て
︑
多
く
七
夜
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
敦
成
親

王
の
七
夜
の
場
面
に
﹁
こ
よ
ひ
の
き
し
き
ハ
︑
こ
と
に
ま
さ
り
て
︑
お
と
ろ
〳
〵
し
く

の
仗
し
る
﹂
な
ど
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ

の
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
も
﹁︵
七
夜
の
︶
お
ほ
か
た
の
こ
と
仗
も
は
︑
一
日
の
お
な
し
事
﹂

と
も
記
さ
れ
て
い
る(

)
︒
そ
れ
で
は
︑
七
夜
を
最
も
盛
大
と
す
る
発
想
は
ど
の
よ
う
に
し
て

27

生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

平
安
中
期
以
降
の
産
養
の
次
第
を
み
る
限
り
で
は
︑
七
夜
に
賜
物
を
持
参
し
た
勅
使
が

参
入
し
て
盃
酌
を
受
け
︑
禄
を
賜
る
と
い
う
次
第
が
加
わ
る
こ
と
を
除
い
て
は
︑
儀
の
内

容
に
特
に
差
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
︒
勅
使
の
参
入
に
つ
い

て
は
︑
時
代
が
や
や
降
る
も
の
の
︑
五
夜
を
主
催
し
た
院
の
使
者
や
︑
九
夜
を
主
催
し
た

女
院
の
使
者
が
参
入
し
た
際
に
も
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
る
例
が
存
在
す
る
の
で
︑
勅
使

の
参
入
の
み
を
七
夜
の
盛
大
さ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
︒

こ
こ
で
は
上
記
の
よ
う
な
視
点
か
ら
︑
ま
ず
産
養
の
具
体
的
な
次
第
が
確
認
で
き
る
よ

う
に
な
る
以
前
の
︑
延
長
元
︵
九
二
三
︶
年
誕
生
の
醍
醐
天
皇
皇
子
寛
明
親
王
︑
延
長
四

︵
九
二
六
︶
年
誕
生
の
醍
醐
天
皇
皇
子
成
明
親
王
︑
お
よ
び
天
暦
四
︵
九
五
〇
︶
年
誕
生

の
村
上
天
皇
皇
子
憲
平
親
王
の
例
に
つ
い
て
︑
史
料
に
確
認
で
き
る
産
養
の
行
事
と
そ
の

規
模
を
確
認
し
て
い
き
た
い
︒
こ
の
三
例
の
産
養
に
つ
い
て
︑
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
主
な

内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

寛
明
親
王

・
七
夜
に
御
父
醍
醐
天
皇
よ
り
賜
物
・
御
膳
・
�
饌
・
屯
食
が
︑
御
祖
父
宇
多
上
皇
よ

（ 9 ）



り
御
衣
が
進
め
ら
れ
た
︒

・
十
五
日
目
に
伯
父
藤
原
忠
平
が
産
養
を
奉
仕
し
た
︒

成
明
親
王

・
五
夜
は
御
兄
東
宮
寛
明
親
王
が
御
膳
・
�
饌
・
屯
食
を
儲
け
︑
威
儀
御
膳
・
御
衣
の

供
進
︑
盃
酌
︑
碁
手
銭
の
分
配
︑
賜
禄
が
あ
っ
た
︒

・
七
夜
に
御
父
醍
醐
天
皇
よ
り
御
膳
︑
�
饌
︑
屯
食
︑
賜
物
︑
碁
手
銭
が
進
め
ら
れ
た
︒

・
十
一
日
目
に
伯
父
藤
原
忠
平
が
産
養
を
奉
仕
し
た
︒

憲
平
親
王

・
御
産
当
日

御
生
母
女
御
藤
原
安
子
が
�
饌
を
儲
け
た
︒

・
三
夜
に
藤
原
興
方
・
藤
原
遠
規
ら
が
�
膳
を
儲
け
た
︵
男
女
房
の
�
饌
︶
︒

・
五
夜
は
外
祖
父
藤
原
師
輔
が
�
を
儲
け
た
︵﹁
息
所
御
膳
﹂
と
男
女
房
の
�
饌
︶
︒

・
七
夜
は
御
姉
承
子
内
親
王
が
�
饌
を
儲
け
た
︵
�
饌
の
色
目
︑
鋪
設
︑
参
加
者
︑
盃
酌
︑

碁
手
銭
︑
賜
禄
な
ど
詳
し
い
記
述
が
あ
る
︶
︒

・
十
一
日
目
に
御
祖
母
藤
原
穏
子
が
�
饌
を
儲
け
た
︒

・
二
十
日
目
に
重
明
親
王
室
藤
原
登
子
が
御
衣
等
を
進
め
た
︒

い
ず
れ
の
史
料
に
お
い
て
も
︑
七
夜
の
産
養
に
つ
い
て
は
︑
賜
物
が
あ
っ
た
こ
と
︑
御

膳
の
詳
細
︑
参
加
者
や
禄
の
内
訳
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
い
記
事
を
載
せ
る
も
の
の
︑
そ
れ

以
外
の
夜
の
産
養
に
つ
い
て
は
記
さ
な
い
か
︑
も
し
く
は
極
め
て
簡
単
な
記
述
し
か
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
が
当
該
時
期
の
特
徴
で
あ
る
︒

例
え
ば
寛
明
親
王
誕
生
時
の
﹃
貞
信
公
記
﹄︵﹃
御
産
部
類
記
﹄
二
所
引
︶
に
は
︑
記
主

藤
原
忠
平
が
十
一
日
目
に
産
養
を
主
催
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
﹁
御
養
産
︑
家
奉
仕(

)
﹂

28

と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
ま
た
憲
平
親
王
誕
生
時
の
﹃
九
条
殿
記
﹄︵﹃
御
産
部
類
記
﹄

三
所
引
︶
は
︑
記
主
藤
原
師
輔
が
五
夜
に
産
養
を
主
催
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
﹁
家
政

所
儲
�
︑息
所
御
膳
公
幹
︑
女
房
時
頼
︑

男
方
守
行
︑
有
�
三
具
︑

﹂(
)

と
あ
る
の
み
で
︑
か
な
り
簡
略
な
記
述
で
あ
る
︒
記

29

主
が
産
養
を
主
催
し
た
記
録
で
は
な
い
が
︑
成
明
親
王
誕
生
時
の
産
養
を
記
す
﹃
御
産
部

類
記
﹄
二
所
引
の
諸
記
に
も
同
様
の
傾
向
が
確
認
で
き
︑
五
夜
・
七
夜
の
豊
富
な
情
報
量

に
比
べ
て
︑
十
一
日
目
の
藤
原
忠
平
の
産
養
の
記
述
は
か
な
り
簡
略
で
あ
る
と
い
え
る
︒

こ
れ
ら
が
﹃
御
産
部
類
記
﹄
に
収
め
ら
れ
た
際
に
節
略
さ
れ
た
可
能
性
を
完
全
に
は
否

定
で
き
な
い
が
︑
七
夜
の
詳
細
な
記
述
と
比
較
す
る
と
︑
七
夜
と
同
様
の
産
養
が
行
わ
れ

た
と
考
え
る
に
は
︑
や
や
不
自
然
な
印
象
を
受
け
る
︒

筆
者
は
︑
上
記
の
事
例
の
う
ち
簡
略
な
記
事
の
産
養
に
お
い
て
は
︑
親
王
や
公
卿
の
参

加
の
な
い
︑
小
規
模
な
い
わ
ば
内
々
の
産
養
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
︒
い
ま
上

記
の
例
の
う
ち
最
も
詳
し
い
記
載
を
持
つ
憲
平
親
王
の
例
を
﹃
九
条
殿
記
﹄
に
よ
っ
て
み

て
い
く
と
︑
初
夜
に
行
わ
れ
た
産
養
に
つ
い
て
は
︑

此
夕
女
御
□〔宅

〕
政
所
設
�
饌
︑
家
□〔司

〕
宗
海
朝
臣
・
時
舒
朝
臣
・
□〔守

〕
忠
等
預
仕
件
事
︑

︵
五
月
廿
四
日
条
︶

と
あ
り
︑
�
饌
の
調
進
者
が
知
ら
れ
る
の
み
で
具
体
的
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
︒
三
夜
に

つ
い
て
は
︑

此
夕
美
濃
権
守
興
方
・
前
但
馬
守
遠
規
等
儲
�
膳
︑興
方
�
女
房
︑
碁
手
廿
六
貫
︑

�
男
方
︑
碁
手
廿
五
貫
︑

︵
五
月

廿
六
日
条
︶

と
あ
り
︑
藤
原
興
方
・
藤
原
遠
規
が
そ
れ
ぞ
れ
男
女
房
の
�
饌
と
碁
手
銭
を
調
進
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
が
︑
公
卿
等
へ
の
�
饌
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
五
夜
に
つ

い
て
は
︑

家
政
所
儲
�
︑息
所
御
膳
公
幹
︑
女
房
時
頼
︑

男
方
守
行
︑
有
�
三
具
︑

︵
五
月
廿
八
日
条
︶

と
あ
り
︑
記
主
藤
原
師
輔
が
︑﹁
息
所
御
膳
﹂
お
よ
び
男
女
房
の
�
饌
を
用
意
さ
せ
た
こ

と
が
記
さ
れ
る
が
︑
や
は
り
公
卿
等
へ
の
�
饌
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
と

（ 10 ）



こ
ろ
が
七
夜
に
つ
い
て
は
︑

此
日
当
第
七
夜
︑
姫
宮
政
所
設
�
饌
︑息
所
御
膳
衝
重
廿
前
︑
縑
面
打
敷
︑
有
銀
笥
・
同
四

種
・
箸
・
上〔匕

〕・
洲
浜
︑
又
有
酒
壺
具
一
具
︑
又
親
王
・

公
卿
料
廿
前
︑
毎
前
絵
打
敷
□
枚
︑
基
手

〔碁
〕

五
十
貫
︑
以
上
宣
旨
別
當
近
江
介
藤
原
朝
臣
清
正
所
奉
仕
︑
男

房
�
卅
前
︑
別
当
宮
内
少
輔
橘
朝
臣
隆
平
奉
仕
︑
女
房
�
卅
前
︑
平
季
明
︑
飩
食
五
具
︑
史
御
笠
維
宗
幷

政
所
寄
人

等
奉
仕
︑
︵
閏
五
月
一
日
条
︶

と
あ
り
︑﹁
息
所
御
膳
﹂
お
よ
び
男
女
房
の
�
饌
に
加
え
て
︑
親
王
・
公
卿
へ
の
�
饌
廿

前
が
用
意
さ
れ
て
お
り
︑
実
際
に
式
明
親
王
以
下
の
参
加
が
あ
っ
た
︒
続
く
九
夜
に
つ
い

て
は
産
養
に
関
す
る
記
載
は
み
ら
れ
ず
︑
省
略
さ
れ
た
と
み
る
よ
り
は
︑
行
わ
れ
な
か
っ

た
か
︑
師
輔
は
参
加
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う(

)
︒
十
一
日
目
に
は
︑

30

此
日
自
中
宮
給
産
餉
︑
息
所
前
衝
重
廿
枚
︑
面
幷
打
敷
等
用
蟬
翼
︑
有
銀
笥
・
箸
・

上〔匕
〕

・
洲
浜
等
︑
酒
壺
具
如
例
︑
有
男
・
女
房
�
︑
各
用
朱
台
盤
︑男
方
尺
台
盤
前
︑

女
方
尺
前
︑

荒
飩

食
十
具
︑
皇
子
御
衣
十
襲
︑五
具
唐
綾
︑

五
具
平
絹
︑
繈
五
具
︑
以
上
納
橡
木
匣
二
合
︑
有
白
絹
縫

立
・
同
裹
二
条
・
基〔碁

〕
手
五
十
具
︑
納
深
折
櫃
四
合
︑
置
中
取
二
脚
︑︵
閏
五
月
五
日

条
︶

と
あ
り
︑﹁
息
所
前
﹂︑
男
女
房
の
�
饌
︑
屯
食
︑
皇
子
御
衣
が
供
進
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
が
︑
や
は
り
公
卿
等
の
�
饌
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
続
く
三
七
夜
に
は
︑

此
夜
当
三
七
日
夜
︑
式
部
卿
宮
北
方
女
房
進
向
︑
奉
問
皇
子
︑
随
身
衣
・
褓
各
五
襲
︑

納
橡
木
白
娃
置
口
衣
匣
二
合
︑
有
白
縮
線
綾
縫
□〔立

〕
・
蟬
翼
納
帷
・
白
綾
裹
等
︑
各
二

条
︑
破
子
廿
荷
︑檜
破
子
十
荷
︑

朱
破
子
十
荷
︑
臨
帰
絹
十
疋
︑裹
縑
︑
給
相
従
女
房
等
之
中
︑︵
閏
五
月
十

四
日
条
︶

と
あ
り
︑
御
衣
お
よ
び
破
子
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
に
は
公
卿
等
へ

の
�
饌
は
お
ろ
か
︑
息
所
御
膳
の
供
進
の
こ
と
も
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
祝
宴
が
行
わ
れ

た
か
も
明
ら
か
で
な
い
︒

同
一
の
記
録
の
な
か
に
︑
こ
れ
ほ
ど
記
載
に
密
粗
の
差
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
七

夜
以
外
に
は
公
卿
等
を
招
い
て
の
�
宴
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
︒
す
な
わ
ち
︑
七
夜
を
除
い
て
は
︑
男
女
房
を
中
心
と
し
た
近
侍
者
に
よ
る
小
規
模
な

祝
宴
が
行
わ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

憲
平
親
王
の
七
夜
に
参
集
し
た
親
王
・
公
卿
は
︑
醍
醐
天
皇
の
皇
子
︵
御
父
村
上
天
皇

の
兄
弟
︶
と
御
生
母
の
親
族
で
あ
る
と
す
る
服
藤
氏
の
指
摘
は
︑
こ
の
時
期
の
産
養
が
縁

故
者
に
よ
る
私
的
な
祝
宴
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
︑
い
ま
こ
の
指
摘
を
踏
ま

え
つ
つ
︑
寛
明
親
王
の
七
夜
に
お
け
る
参
集
者
を
み
て
み
る
と
︑
貞
保
親
王
は
清
和
天
皇

皇
子
で
御
生
母
は
藤
原
基
経
の
同
母
妹
高
子
で
あ
り
︑
寛
明
親
王
の
御
生
母
藤
原
穏
子
と

は
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
︒
藤
原
定
方
は
醍
醐
天
皇
の
御
生
母
藤
原
胤
子
と
同
母
で
あ
り
︑

醍
醐
天
皇
の
叔
父
に
あ
た
る
な
ど
︑
御
父
母
の
縁
故
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
︒

ま
た
成
明
親
王
の
五
夜
・
七
夜
の
参
集
者
に
つ
い
て
は
︑
克
明
親
王
・
代
明
親
王
・
重

明
親
王
は
い
ず
れ
も
醍
醐
天
皇
皇
子
で
あ
り
︑
左
大
臣
藤
原
忠
平
は
醍
醐
天
皇
の
伯
父
に

あ
た
る
︒
ま
た
参
議
藤
原
邦
基
は
︑
そ
の
妻
が
成
明
親
王
の
乳
付
を
奉
仕
し
て
お
り
︑
や

は
り
御
父
母
の
縁
故
者
や
関
係
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
的
を
射
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
村
上
朝
頃
ま
で
の
産
養

は
︑
七
夜
に
御
父
母
と
縁
故
の
あ
る
親
王
・
公
卿
等
が
参
集
し
て
祝
宴
を
行
い
︵
成
明
親

王
の
例
で
は
五
夜
に
も
行
わ
れ
た
︶︑
そ
の
他
の
夜
に
は
︑
男
女
房
を
中
心
と
し
た
近
侍

者
の
み
に
よ
る
小
規
模
な
祝
宴
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

な
お
︑
安
和
元
︵
九
六
八
︶
年
誕
生
の
冷
泉
天
皇
皇
子
師
貞
親
王
︑
天
元
三
︵
九
八

〇
︶
年
誕
生
の
円
融
天
皇
皇
子
懐
成
親
王
︑
正
暦
五
︵
九
九
四
︶
年
誕
生
の
居
貞
親
王
王

子
敦
明
親
王
の
誕
生
時
に
つ
い
て
は
︑
記
録
類
で
そ
の
産
養
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

﹃
栄
花
物
語
﹄
に
は
誕
生
の
こ
と
に
続
け
て
七
夜
に
産
養
の
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記

（ 11 ）



述
が
あ
る
も
の
の(

)
︑
こ
こ
で
も
七
夜
以
外
の
産
養
に
つ
い
て
は
触
れ

31

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
︒

こ
の
よ
う
な
産
養
の
あ
り
方
は
︑
史
料
に
確
認
で
き
る
限
り
で
は
︑

一
条
天
皇
皇
子
敦
成
親
王
の
事
例
よ
り
変
化
を
み
せ
る
︒
表
�
は
︑

敦
成
親
王
以
降
の
事
例
で
︑
産
養
の
参
加
者
が
具
体
的
に
分
か
る
も

の
の
う
ち
︑
公
卿
の
参
加
者
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
一

見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
よ
り
産
養
の
各
夜
に
公
卿

の
参
加
が
多
く
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
こ
で
次
に
産
養
に
お

け
る
公
卿
の
参
加
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒
な
お
︑

産
養
に
は
公
卿
以
下
の
者
に
も
多
く
の
参
加
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
諸

史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
︑
産
養
の
規
模
を
考
え
る
上
で
は
公
卿

の
参
加
状
況
を
み
る
こ
と
で
そ
の
傾
向
を
窺
う
こ
と
は
で
き
る
と
考

え
る
︵
な
お
︑
参
加
者
の
詳
細
を
知
り
得
な
い
例
で
は
︑﹁
如
三
夜
﹂

の
よ
う
に
省
略
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︶︒

ま
ず
︑
敦
成
親
王
の
例
で
は
三
夜
に
は
左
大
臣
藤
原
道
長
以
外
の

大
臣
の
参
加
は
確
認
で
き
ず
︑
五
夜
に
は
道
長
の
ほ
か
内
大
臣
藤
原

公
季
の
参
加
が
あ
っ
た
が
︑
こ
の
と
き
公
季
は
遅
参
し
て
い
る
︒
七

夜
に
は
右
大
臣
藤
原
顕
光
が
参
加
し
た
︒
大
少
納
言
・
参
議
の
参
加

者
に
つ
い
て
は
︑
各
夜
と
も
ほ
と
ん
ど
全
員
に
近
い
参
加
者
を
得
て

い
る
︒
な
お
九
夜
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が

﹁
如
一
昨
夜(

)
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

32

敦
良
親
王
の
例
で
は
公
卿
の
参
加
者
に
つ
い
て
詳
細
を
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
︑
三
夜
に
は
右
大
臣
藤
原
顕
光
・
内
大
臣
藤
原
公

（ 12 ）

五夜 七夜 九夜

右大
臣

内大
臣

大納
言

中納
言

参議 摂政関白
太政
大臣

左大
臣

右大
臣

内大
臣

大納
言

中納
言

参議 摂政関白
太政
大臣

左大
臣

右大
臣

内大
臣

大納
言

中納
言

参議

○ 3 6 7 ─ ─ ○ × 2 6 6 ─ ─

─ ─ ◎ ○ ○ ─ ─ ◎

─ ─ ◎ ○ ─ ─

○ ○ 4 4 7 →左大臣 （開催を確認できない）

→左大臣 ◎ ○ ○ 4 5 3 （開催を確認できない）

─ 1 5 4 →左大臣 ─ ◎ ─ 1 6 6 →左大臣 ─ ─ 2 7 5

2 3 6 →左大臣 ◎ ○ 1 4 6 （開催を確認できない）

2 4 6 ─ ─ 1 5 6 ─ ─ 1 3 4

○ ○ 5 6 6 ○ ─ ○ ○ ○ 5 6 6 ○ ─ ○ ○ × 4 6 6

○ ○ 3 4 2 →左大臣 ○ ○ ○ 4 4 2 →左大臣 ○ ○ ○ 5 5 2

○ ○ →左大臣 ─ ○ ○ ○ 5 6 4 →左大臣 ─ × ○ ○

○ →左大臣 ─ ○ ○ →左大臣 ─ ○ ○

→太政大臣 ─ →太政大臣 ─

─ ○ 1 ○ ─ ○ ─ ○ 3 2 （開催を確認できない）

○ ◎ 4 7 6 ○ ○ ○ ○ ◎ 5 6 4 ○ ○ ○ ○ ◎ 5 6 4

○ ─ 4 5 5 ◎ ○ ○ ─ 4 6 4 ◎ ○ ─ 5 0 5

○ ○ 2 7 3 （開催を確認できない）

○ 6 8 5 ◎ ─ ○ ○ 6 9 6 ◎ ─ ○ ○ 4 9 7

→左大臣 ─ ○ ○ 5 3 4 →左大臣 ─

○ ○ ○ ○

○ ◎ 5 3 2 ○ ─ ◎ 2 2 2 （開催を確認できない）

1 ○ ○ 3 4 2 （開催を確認できない）

8 6 4 →太政大臣 ○ ○ 6 8 4 →太政大臣 ○ ○ 6 8 5



季
・
前
帥
藤
原
伊
周
の
三
人
が
不
参
で
あ
っ
た
こ
と
︑
七
夜
に
は
右

大
臣
・
内
大
臣
が
参
入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

禎
子
内
親
王
の
例
に
お
い
て
は
︑
三
夜
・
五
夜
に
は
左
大
臣
藤
原

道
長
以
外
大
臣
の
参
加
は
確
認
で
き
ず
︑
七
夜
に
内
大
臣
藤
原
公
季

の
参
加
が
あ
っ
た
︒
な
お
五
夜
・
九
夜
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
︑

﹁
如
三
日
﹂﹁
如
三
夜(

)
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

33

上
記
の
例
に
お
い
て
は
︑
産
養
に
必
ず
し
も
縁
故
者
と
は
言
え
な

い
大
臣
・
公
卿
が
多
く
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
な
お
︑

大
臣
は
す
べ
て
の
夜
に
必
ず
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
も

留
意
し
て
お
き
た
い
︒

敦
成
親
王
誕
生
時
の
﹃
小
右
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
権
大
納
言
藤
原
実

資
は
三
夜
に
は
修
善
の
た
め
不
参
︑
五
夜
・
七
夜
に
は
参
加
を
し
た

が
︑
九
夜
に
は
物
忌
と
称
し
て
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

九
夜
の
日
記
に
は
﹁
毎
夜
不
闕
︑
可
無
便
宜
︑
仍
所
不
参
入
耳(

)
﹂
と

34

あ
り
︑
実
資
が
連
日
の
産
養
に
参
加
す
る
こ
と
を
煩
わ
し
く
感
じ
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
こ
の
記
事
よ
り
︑
皇
子
女
の
産
養
に
縁
故

者
以
外
の
公
卿
も
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
状
況
が
次
第
に
形

成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

な
お
︑
禎
子
内
親
王
誕
生
時
は
︑
外
祖
父
藤
原
道
長
が
女
児
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
不
快
感
を
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
事
例
で
あ
る

が
︑
公
卿
の
参
加
率
は
や
や
少
な
く
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
鎌
倉
時
代

ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
も
︑
内
親
王
誕
生
時
の
産
養
に
お
い
て
は
公

卿
の
参
加
率
が
や
や
低
い
と
い
う
傾
向
が
指
摘
で
き
る
︒

（ 13 ）

皇子女 降誕 西暦
構成 三夜

大納
言

中納
言

参議 摂政関白
太政
大臣

左大
臣

右大
臣

内大
臣

大納
言

中納
言

参議 摂政関白
太政
大臣

左大
臣

敦成親王（後一条） 寛弘 5．9．11 1008 3 6 8 ─ ─ ◎ 2 6 7 ─ ─ ◎

敦良親王（後朱雀） 寛弘 6．11．25 1009 4 8 7 ─ ─ ◎ × × ─ ─ ◎

禎子内親王 長和 2．7．6 1013 5 7 8 ─ ─ ◎ 3 4 4 ─ ─ ◎

章子内親王 万寿 3．12．9 1026 4 6 8 →左大臣 ◎ →左大臣 ◎

馨子内親王 長元 2．2．2 1029 4 7 6 →左大臣 ◎ ○ 4 2 3 →左大臣

善仁親王（堀河） 承暦 3．7．9 1079 5 8 8 →左大臣 ─ ─ →左大臣 ─ ◎

禛子内親王 永保 1．4．17 1081 5 7 8 →左大臣 ◎ 3 3 5 →左大臣 ◎

宗仁親王（鳥羽） 康和 5．1．16 1103 5 8 8 ─ ─ 2 4 5 ─ ─

顕仁親王（崇徳） 元永 2．5．28 1119 5 8 8 ○ ─ ○ ○ 5 6 6 ○ ─ ○

通仁親王 天治 1．5．28 1124 5 7 5 →左大臣 ○ ○ ○ 3 4 2 →左大臣 ○

君仁親王 天治 2．5．24 1125 5 7 5 →左大臣 ─ ○ ○ ○ 5 6 4 →左大臣 ─ ○

雅仁親王（後白河） 大治 2．9．11 1127 5 7 5 →左大臣 ─ ○ ○ 1 4 3 →左大臣 ─ ○

本仁親王 大治 4．閏 7．20 1129 5 5 6 →太政大臣 ○ ─ 2 3 3 →太政大臣 ─

体仁親王（近衛） 保延 5．5．18 1139 5 8 8 ─ ─ ○ 3 2 ─

言仁親王（安徳） 治承 2．11．12 1178 7 10 8 ○ ○ ○ ○ ◎ 5 6 5 ○ ○ ○

昇子内親王 建久 6．8．13 1195 6 9 9 ◎ ○ ○ ─ 5 4 3 ◎ ○

雅成親王 正治 2．9．11 1200 6 8 8 ○ 2 4 3

秀仁親王（四条） 寛喜 3．2．12 1231 7 12 7 ◎ ─ ○ ○ 5 7 5 ◎ ─ ○

久仁親王（後深草） 寛元 1．6．10 1243 10 10 9 →左大臣 ─ 4 3 6 →左大臣 ─

綜子内親王 宝治 1．10．9 1247 10 9 7 ○ 3 1 1 ○ ○

継仁親王 弘安 2．6．28 1279 9 10 8 ─ ○ ─

恒明親王 乾元 2．5．9 1303 10 11 9 4 3 3

珣子内親王 延慶 4．2．23 1311 10 10 8 →太政大臣 ○ 6 6 4 →太政大臣 ○

表 2 産養における公卿の参加者

・皇子女の産養のうち、比較的参加者数の知られる事例を掲げた。

・｢構成」の欄には『公卿補任』によって、御産の時点での大納言・中納言・参議の人数を示した。大少納言には権官を

含めた。散位は除いた。

・｢摂政関白」の欄は、摂政関白が大臣を兼ねている場合には「→左大臣」のごとく記した。

・表中の「衾」は存在しないこと、「○」は参加したこと、「×」は不参加が確認できること、空欄は史料で確認できな

いことを示す。

・大臣の参加者のうち、新児の外祖父および外伯叔父は「◎」で示した。

・各夜の「大納言」「少納言」「参議」の欄には参加者数を記した。なお大少納言には権官を含めた。散位は除いた。



院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
に
か
け
て
は
︑
御
生
母
が
皇
后
で
は
な
い
宗
仁
親
王
・
雅

成
親
王
の
例
を
除
く
と
︑
大
臣
の
ほ
と
ん
ど
が
三
回
な
い
し
四
回
行
わ
れ
る
産
養
す
べ
て

に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
︑
大
少
納
言
・
参
議
の
参
加
率
も
高
く
な
っ
て
い
る
︒
当
該
期

の
記
録
に
︑
参
加
の
公
卿
が
多
す
ぎ
る
た
め
に
着
座
で
き
な
い
者
が
い
る
こ
と
が
し
ば
し

ば
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も(

)
︑
公
卿
の
参
加
率
の
高
さ
を
裏
付
け
て
い
る
︒

35

こ
れ
は
産
養
が
︑
公
卿
が
参
加
す
る
儀
式
と
し
て
定
式
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

参
加
者
と
い
う
面
か
ら
評
価
す
る
な
ら
ば
︑
産
養
が
最
も
盛
行
し
た
の
は
こ
の
時
期
と
い

う
こ
と
に
な
る
︒

以
上
本
節
で
は
︑
産
養
の
規
模
に
着
目
し
て
検
討
を
行
い
︑
十
世
紀
頃
ま
で
の
産
養
は
︑

天
皇
か
ら
�
饌
を
賜
る
七
夜
を
除
い
て
は
︑
縁
故
者
や
近
侍
者
に
よ
る
祝
宴
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
が
︑
藤
原
道
長
が
権
力
を
握
っ
た
一
条
朝
よ
り
︑
各
夜
に
多
く
の
公
卿
が
参

入
す
る
儀
式
と
し
て
産
養
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
院
政
期
に
至
っ
て
こ
れ
が
定
式
化

す
る
と
い
う
流
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
︑
産
養
は
一
条

朝
を
画
期
と
し
て
︑
ミ
ウ
チ
の
祝
い
か
ら
公
的
な
行
事
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
︒

五

各
夜
の
次
第
の
違
い
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
産
養
の
次
第
に
つ
い
て
は
︑
各
夜
に
共
通
す
る
御
膳
・
御
衣
の
共
進
や
︑
廻

粥
と
い
っ
た
行
事
が
採
り
上
げ
ら
れ
︑
各
夜
と
も
同
様
の
次
第
で
あ
る
と
の
み
説
明
さ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
各
夜
の
次
第
を
詳
細
に
み
て
い
く
と
︑
夜
ご
と
に
そ
の

次
第
に
は
違
い
が
存
す
る
︒
表
�
は
︑
史
料
で
確
認
で
き
る
各
夜
の
主
要
な
作
法
に
つ
い

て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
表
よ
り
︑
御
遊
は
三
夜
に
行
わ
れ
た
例
は
確
認
で
き
ず
︑
九
夜
に
は
そ
の
例
が
い

く
つ
か
み
ら
れ
る
も
の
の
︑
行
わ
れ
な
い
傾
向
が
あ
る
こ
と(

)
︑
和
歌
が
行
わ
れ
た
例
は
平

36

安
中
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と(

)
︒
威
儀
御
膳
の
供
進
は
五
夜
に
の
み
行
わ
れ
る
傾
向
が
あ

37

る
こ
と
な
ど
の
細
か
な
次
第
の
違
い
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
九
夜
に
は
御
衣

の
供
進
・
廻
粥
・
給
禄
な
ど
を
行
わ
な
い
こ
と
が
定
着
し
て
い
く
様
子
も
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
︒

こ
れ
ら
の
う
ち
︑
特
に
威
儀
御
膳
の
調
進
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
は
五
夜
に
の
み
行
わ

れ
︑
他
の
夜
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
例
外
と
し
て
︑
敦
成
親
王
・
敦
良
親

王
の
誕
生
時
に
は
︑
五
夜
に
加
え
て
九
夜
に
も
威
儀
御
膳
の
供
進
が
行
わ
れ
た
こ
と
︑
章

子
内
親
王
・
馨
子
内
親
王
の
例
で
は
三
夜
に
行
わ
れ
︑
五
夜
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
指
摘
で
き
る
︒

い
ま
こ
れ
ら
の
例
外
的
な
事
例
に
つ
い
て
︑
産
養
の
主
催
者
と
の
関
係
に
注
目
す
る
と
︑

敦
成
親
王
・
敦
良
親
王
の
例
で
は
︑
九
夜
の
主
催
者
は
御
生
母
の
弟
藤
原
頼
通
で
あ
り
︑

章
子
内
親
王
・
馨
子
内
親
王
の
例
で
は
︑
三
夜
が
伯
父
藤
原
頼
通
︑
五
夜
が
御
生
母
皇
后

藤
原
威
子
で
あ
る
︒

ま
ず
後
者
の
二
例
に
つ
い
て
は
︑
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
三
夜
・
五
夜
の
主
催
者
が
全

体
的
な
傾
向
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
二
例
に
お
い
て
は
︑

三
夜
の
主
催
者
が
頼
通
で
あ
る
た
め
に
︑
三
夜
に
お
い
て
威
儀
御
膳
の
調
進
が
な
さ
れ
て

い
る
と
推
定
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
産
養
に
お
け
る
威
儀
御
膳
の
調
進
は
︑
主
催
者
と
深

い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

威
儀
御
膳
と
は
︑
文
字
通
り
威
儀
の
た
め
御
膳
を
飾
り
た
て
る
も
の
で
あ
ろ
う(

)
︒
次
に

38

問
題
と
な
る
の
は
︑
外
祖
父
の
多
く
主
催
す
る
五
夜
に
お
い
て
︑
威
儀
御
膳
が
供
進
さ
れ

る
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
の
前
に
史
料
に
み
え
る
威
儀
御
膳
に
つ
い
て

（ 14 ）



確
認
し
て
お
き
た
い
︒

威
儀
御
膳
の
初
見
は
成
明
親
王
の
誕
生
五
日
目
︑
お
よ
び
十
一
日
目
の
例
で
あ
る
が
︑

同
母
兄
東
宮
寛
明
親
王
の
主
催
し
た
五
日
目
の
産
養
に
つ
い
て
は
﹃
李
部
王
記
﹄︵﹃
御
産

部
類
記
﹄
二
所
引
︶
に
詳
し
い
記
事
が
あ
る
︒

延
長
四
年
六
月
六
日
︑
東
宮
産
養
︑
是
日
参
内
裏
︑
即
蒙
詔
参
中
宮
︑三
親
王
共

蒙
詔
参
︑

先
是

勅
召
弾
正
親
王
︑
亦
令
参
︑
即
参
桂
芳
坊
︑
着
東
宮
殿
上
侍
坐
︑
︵
中
略
︶
夜
更
深

左
大
臣
参
入
︑
頃
之
宮
蔵
人
等
舁
白
木
棚
厨
子
一
双
到
南
縁
︑疑
女
官
舁
伝

立
御
前
乎
︑

初
大
臣
宣
︑

令
蔵
人
所
伝
侍
舁
︑
然
亮
承
誤
︑
令
蔵
人
舁
︑
陣
頭
大
夫
等
供
威
儀
御
膳
︑盛
白
木
盤
︑

置
打
敷
南

供之
︑

了
又
舁
白
木
高
机
一
双
参
入
︑置
上
之
物
︑
是
服

物
乎
︑
有
白
覆
︑

こ
こ
か
ら
威
儀
御
膳
が
白
木
盤
に
盛
ら
れ
白
木
棚
厨
子
に
並
べ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

な
お
︑
こ
の
と
き
威
儀
御
膳
の
ほ
か
に
御
膳
を
供
進
し
た
こ
と
は
史
料
に
み
え
な
い
︒
加

え
て
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
規
模
な
ど
に
お
い
て
︑
後
の
産
養
と
異
な
る
点
も
あ
り
︑

未
だ
そ
の
次
第
が
定
ま
っ
て
い
な
い
段
階
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒

ま
た
伯
父
藤
原
忠
平
が
主
催
し
た
十
一
日
目
に
つ
い
て
は
︑﹃
青
縹
紙
﹄︵﹃
御
産
部
類

記
﹄
二
所
引
︶
に
︑

延
長
四
年
六
月
十
三
日
︑
自
左
大
臣
家
被
奉
物
︑
威
儀
御
厨
子
一
双
︑
居
御
物
︑
御

衣
□
四
合
︑
有
御
衣
机
︑
御
衣
机
二

(衍
)

筥
・
御
襁
褓
二
筥
・
鈍
物
廿
具
・
碁
手
卅
貫
・

女
宮〔官

〕
御
等
相
具
也

〔衣
ヵ
〕

︑
自
余
事
如
例
︑

と
記
さ
れ
て
お
り
︑
五
日
目
の
威
儀
御
膳
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

次
い
で
威
儀
御
膳
が
確
認
で
き
る
敦
成
親
王
の
例
に
お
い
て
は
︑
外
祖
父
藤
原
道
長
が

主
催
し
た
五
夜
に
つ
い
て
﹃
不
知
記
﹄︵﹃
御
産
部
類
記
﹄
四
所
引
︶
に
や
や
詳
し
い
記
載

が
あ
る
︒

寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
︑
壬
申
︑
今
夜
左
府
被
儲
御
膳
幷
威
儀
御
膳
・
�
衝
重
・
屯

食
五
十
具
︑
舁
立
南
庭
︑
亥
刻
供
膳
︑浅
香
御
台
盤
六
脚
︑
在
白
織
物
敷
物
・
伏
組
幷
同
打

敷
︑
御
笥
盤
・
四
種
・
馬
頭
盤
等
︑
皆
悉
用
銀
之
︑

四

位
大
夫
等
舁
之
︑
付
采
女
供
之
︑
次
供
威
儀
御
膳
︑先
是
以
白
木
三
階
御
厨

子
二
脚
立
東
妻
戸
内
︑

菓
子
・
干
物

六
十
坏
︑白
木
花
盤
威
之

〔盛
〕

︑
除
土

〔塗
〕

胡
粉
︑
以
銀
泥
絵
︑

五
位
大
夫
等
舁
之
︑
付
采
女
供
之
︑

こ
の
記
述
か
ら
は
︑
威
儀
御
膳
の
具
体
的
な
構
成
を
知
る
こ
と
が
で
き
︑
菓
子
・
干
物
六

十
坏
か
ら
な
り
︑
こ
れ
ら
を
白
木
盤
に
盛
り
白
木
厨
子
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
︵
こ
の
と
き
に
は
御
生
母
の
弟
藤
原
頼
通
の
主
催
し
た
九
夜
に
も
威
儀
御
膳
の
供
進

が
あ
っ
た
︶︒
ま
た
こ
の
菓
子
・
干
物
は
﹁
親
昵
三
位
幷
宰
相(

)
﹂
に
よ
っ
て
供
進
さ
れ
た
︒

39

な
お
︑
儀
の
中
で
威
儀
御
膳
を
供
進
す
る
者
に
つ
い
て
は
︑
章
子
内
親
王
の
三
夜
に
つ
い

て
記
し
た
﹃
左
経
記
﹄
に
﹁
殿
上
四
位
・
五
位
幷
地
下
諸
大
夫(

)
﹂
と
あ
る(

)
︒

40
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次
に
威
儀
御
膳
の
負
担
者
に
つ
い
て
は
︑
平
安
中
期
の
史
料
に
は
所
見
が
な
い
︒
や
や

後
の
史
料
に
な
る
が
︑
元
永
二
︵
一
一
一
九
︶
年
誕
生
の
鳥
羽
天
皇
皇
子
顕
仁
親
王
の
こ

と
を
記
し
た
﹃
源
礼
委
記
﹄︵﹃
御
産
部
類
記
﹄
八
所
引
︶
の
次
第
雑
事
に
は
︑

五
夜
事
院
︑

御
装
束
幷
供
御
膳
事
︑
如
三
夜
儀
︑

供
威
儀
御
膳
︑
宮
司
舁
白
木
御
厨
子
一
双
︑
立
寝
殿
坤
角
間
︑一
脚
東
西
妻
︑

一
脚
南
北
妻
︑
諸
大
夫
取

御
膳
︑
授
采
女
︑
々
々
伝
女
蔵
人
︑
々
々
々
置
御
厨
子
︑

盛
物
六
十
坏
︑唐
菓
子
十
四
坏
︑
餅
十
四
坏
︑
木
菓
子
十
六
杯
︑︿
松
・
栢
・
柘
榴
・
椎
・
栗
・
柿
・

棗
・
獼
猴
桃
︑﹀
干
物
十
六
杯
︑︿
蚫
・
鳥
・
阿
・
海
老
・
白
魚
・
鯛
・
鱸
・
楚
割
︑
已

上
二
種
︑

各
二
杯
︑﹀
支
配
受
領
︑
令
盛
献
之
︑

と
あ
り
︑
威
儀
御
膳
が
受
領
の
支
配
で
あ
る
こ
と
︑
つ
ま
り
五
夜
の
主
催
者
白
河
上
皇
に

よ
っ
て
︑
受
領
に
そ
の
調
進
が
割
り
あ
て
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
な
お
威
儀
御
膳
を

受
領
が
負
担
し
た
こ
と
は
︑
天
治
元
︵
一
一
二
四
︶
年
誕
生
の
鳥
羽
上
皇
皇
子
通
仁
親
王

の
例
を
記
す
﹃
忠
教
卿
記
﹄︵﹃
御
産
部
類
記
﹄
九
所
引
︑
五
夜
の
主
催
は
白
河
上
皇
︶︑

天
治
二
︵
一
一
二
五
︶
年
誕
生
の
鳥
羽
上
皇
皇
子
君
仁
親
王
の
例
を
記
す
﹃
為
隆
卿
記
﹄
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（ 16 ）

七夜 九夜

備考御
前
物

御
衣

威
儀
御
膳

御
使
参
入

朗
詠

打
攤

御
遊

廻
粥

給
禄

そ
の
他

御
前
物

御
衣

威
儀
御
膳

使
者
参
入

朗
詠

打
攤

御
遊

廻
粥

給
禄

そ
の
他

○ ○ ○ ○ （開催を確認できない） 十五日目もあり

○ ○ ○ （開催を確認できない） 十一日目もあり

息所
御膳 ○ （開催を確認できない） 誕生当日・十一

日目もあり
○ ○ （開催を確認できない）

○ ○ ○ ○ ○ 和歌 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 和歌 ○ ○ 和歌

○ ○ 和歌 ○ ○ × ○ ○ 和歌

○ 上東門院・皇
太后より ○ ○ ○ ○ 和歌・勧学

院参賀 （開催を確認できない）

○ 上東門院・一
品宮より ○ ○ ○ ○ 和歌・勧学

院参賀 （開催を確認できない）

○ （開催を確認できない）

○ 太皇太后か ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ （開催を確認できない）

○ 前斎宮より ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 非皇后にして七夜
天皇主催の初例

○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 次第による

○ ○ ○ ○ ○ ○ 勧学院参賀 ○ × × ○ ○ ○ × × ×
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ×

○ ○ × × 白河上皇崩御に
より密儀

○ ○ ○ （開催を確認できない）

○ 八条院より ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

○ 八条院・殷富門
院・七条院より ○ ○ ○ × ○ ○ 和歌 ○ × × ○ ○ × ×

七条院より ○ ○ ○ × （開催を確認できない）

○ ○ × × ○ ○ 勧学院参賀 三夜・九夜は次
第による

○ 安嘉門院より ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○ 主催者同宿に
つき使者なし （開催を確認できない）

○ ○ ○ （開催を確認できない）
○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

○ ○ ○ ○ × × × 主催者同宿に
つき使者なし

春日神木入洛に
より略儀
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表 3 産養の行事

・皇子女の産養のうち、次第が比較的知られる事例を掲げた。

・○は史料に確認できるもの、△は行われたことが推測されるもの、×は行われなかったことが確認できるもの、空欄

は確認できないことを示す。

皇子女 降誕 西暦

三夜 五夜

御
前
物
御
衣

威
儀
御
膳

使
者
参
入

朗
詠
打
攤
御
遊
廻
粥
給
禄

そ
の
他

御
前
物

御
衣

威
儀
御
膳

使
者
参
入

朗
詠
打
攤
御
遊
廻
粥
給
禄

そ
の
他

寛明親王
（朱雀） 延長 1．7．24 923 （開催を確認できない） （開催を確認できない）

成明親王
（村上） 延長 4．6．2 926 （開催を確認できない） ○ ○ ○ ○

憲平親王
（冷泉） 天暦 4．5．24 950 天皇より給

物
息所
御膳

敦康親王 長保 1．11．7 999 （開催を確認できない） （開催を確認できない）
敦成親王
（後一条） 寛弘 5．9．11 1008 ○ ○ ○ ○ 勧学院参賀 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 和歌

敦良親王
（後朱雀） 寛弘 6．11．25 1009 ○ ○ ○ 和歌 ○ ○ ○ ○

禎子内親王 長和 2．7．6 1013 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 和歌・勧学
院参賀

章子内親王 万寿 3．12．9 1026 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 和歌

馨子内親王 長元 2．2．2 1029 △ ○ △ ○

尊仁親王
（後三条） 長元 7．7．18 1034 ○ ○ ○ ○ ○ ○

善仁親王
（堀河） 承暦 3．7．9 1079 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 勧学院参賀

禛子内親王 永保 1．4．17 1081 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宗仁親王
（鳥羽） 康和 5．1．16 1103 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

顕仁親王
（崇徳） 元永 2．5．28 1119 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 勧学院参賀

禧子内親王 保安 3．6．27 1122 ○ 次第あるも
前欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通仁親王 天治 1．5．28 1124 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
君仁親王 天治 2．5．24 1125 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
雅仁親王
（後白河） 大治 2．9．11 1127 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本仁親王 大治 4．閏 7．20 1129 ○ ○ ○ ○

体仁親王
（近衛） 保延 5．5．18 1139 ○ ○ ○ ○ ○ ○

言仁親王
（安徳） 治承 2．11．12 1178 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

昇子内親王 建久 6．8．13 1195 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 勧学院参賀

雅成親王 正治 2．9．11 1200 ○ ○ ○ ○ ○
懐成親王
（仲恭） 建保 6．10．10 1218 ○ ○ ○ ○ ○ ○

秀仁親王
（四条） 寛喜 3．2．12 1231 ○ ○ ○ ○ ○ 勧学院参賀 ○ ○ ○ ○ ○ ○

久仁親王
（後深草） 寛元 1．6．10 1243 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 勧学院参賀

貞良親王 建長 8．4．10 1256 ○ ○ ○

貴子内親王 弘長 2．6．2 1262 ○ × ○ 主催者同宿に
つき使者なし

継仁親王 弘安 2．6．28 1279 ○ ○ ○ ○ ○ ×

恒明親王 乾元 2．5．9 1303 ○ ○ ○ ○ ○ ○
珣子内親王 延慶 4．2．23 1311 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
量仁親王
（光厳） 正和 2．7．9 1313 ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○



︵﹃
御
産
部
類
記
﹄
十
所
引
︑
五
夜
の
主
催
は
白
河
上
皇
︶︑
建
久
六
︵
一
一
九
五
︶
年
誕

生
の
後
鳥
羽
天
皇
皇
女
昇
子
内
親
王
の
例
を
記
す
﹃
三
長
記
﹄︵
五
夜
の
主
催
は
九
条
兼

実
︶
等
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
調
進
の
方
式
に
つ
い
て
は
︑
産
養
の
あ
り
方
が
変
化
し
た
敦
成
親
王
の
産
養
ま
で

遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
藤
原
道
長
政
権
下
に
お
い
て
︑
道
長
が
諸
儀

式
を
行
う
際
に
公
卿
や
受
領
に
そ
の
費
用
の
負
担
を
課
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実

で
あ
り
︑
一
例
を
挙
げ
る
と
︑
長
和
二
︵
一
〇
一
三
︶
年
九
月
︑
翌
月
の
禎
子
内
親
王
百

日
に
際
し
て
籠
物
の
調
進
を
殿
上
人
に
課
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る(

)
︒
百
日
の
祝
に
お
け
る

42

籠
物
は
︑
新
児
へ
の
御
膳
の
供
進
に
続
い
て
式
場
の
簀
子
に
舁
き
立
て
ら
れ
る
美
麗
な
装

飾
を
施
し
た
餅
で
あ
り
︑
威
儀
御
膳
と
同
様
の
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

産
養
を
盛
大
に
行
う
こ
と
で
︑
後
見
者
の
も
つ
権
力
や
財
力
を
ほ
か
の
公
卿
等
に
知
ら

し
め
る
結
果
を
生
む
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
敦
成
親
王
の
例
以
降
︑
外
祖
父
が
主
催

す
る
こ
と
の
多
い
五
夜
に
お
い
て
︑
他
の
夜
に
は
み
ら
れ
な
い
威
儀
御
膳
の
供
進
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
︒

敦
成
親
王
・
敦
良
親
王
の
例
に
お
い
て
︑
九
夜
に
も
威
儀
御
膳
の
供
進
が
行
わ
れ
た
こ

と
は
例
外
と
し
て
先
に
指
摘
し
た
が
︑
こ
れ
ら
の
主
催
者
は
藤
原
頼
通
で
あ
り
︑
こ
の
二

例
に
威
儀
御
膳
が
み
ら
れ
る
理
由
は
︑
五
夜
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
︑
道
長
の
時
代
以
降
︑
外
祖
父
が
多
く
主
催
す
る
五
夜
の
み
に

威
儀
御
膳
の
供
進
が
定
着
す
る
が
︑
こ
れ
は
後
見
と
し
て
他
の
公
卿
と
の
超
越
性
を
印
象

づ
け
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒

道
長
の
時
代
の
産
養
に
は
︑
勧
学
院
参
賀
や
御
遊
な
ど
︑
新
儀
と
な
っ
た
行
事
が
多
い

こ
と
も
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
︒
敦
成
親
王
誕
生
時
の
﹃
小
右
記
﹄
に
は
︑
三
夜
に
勧
学
院

の
参
賀
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
氏
后
産
時
勧
学
院
衆
等
参
入
例
不
見
︑
若
権
儀
歟
︑

可
尋
事
也
︑
依
長
者
被
慶
賀
氏
院
同
賀
歟
︑
可
然
事
也(

)
﹂
と
記
さ
れ
︑
そ
の
前
例
が
な
い

43

こ
と
が
知
ら
れ
る
ほ
か
︑
五
夜
に
お
い
て
︑
糸
竹
の
興
あ
る
べ
き
か
と
の
主
張
に
対
し
︑

藤
原
実
資
は
﹁
延
長
両
度
例
無
管
絃
︑
又
凡
人
産
間
無
糸
竹
興
﹂﹁
殊
又
召
諸
卿
簾
前
︑

如
何
︑
今
日
申
日
︑
可
有
思
慮
歟(

)
﹂
と
答
え
︑
結
局
管
絃
は
止
め
ら
れ
て
お
り
︑
管
絃
の

44

遊
が
次
第
と
し
て
定
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る(

)
︒

45

な
お
威
儀
御
膳
の
供
進
は
︑
院
政
期
以
降
に
お
い
て
も
五
夜
の
次
第
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
が
︑
祖
父
た
る
上
皇
が
主
催
す
る
五
夜
に
お
い
て
は
公
卿
と
の
超
越
性
を
示
す
必
要

が
な
い
こ
と
か
ら
︑
す
で
に
威
儀
御
膳
の
意
味
は
意
識
さ
れ
な
い
も
の
に
な
り
︑
五
夜
の

次
第
と
し
て
定
着
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
降
っ
て
︑
鎌
倉
時
代
の
記
録
に
み
え
る
限
り
に
お
い
て
は
︑
新
児
の
息
災
を
願

う
と
い
う
産
養
の
本
質
的
な
意
味
は
し
だ
い
に
希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
如
く
で
あ
り
︑
公

卿
の
盃
酌
が
終
盤
に
さ
し
か
か
る
頃
に
︑
よ
う
や
く
御
衣
や
御
前
物
が
供
進
さ
れ
た
り
︑

御
遊
が
終
わ
っ
て
諸
卿
が
退
出
す
る
と
き
に
廻
粥
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
事
例
が
散
見
さ
れ

る
︒
ま
た
︑
盃
酌
の
際
の
作
法
︑
攤
の
次
第
や
賭
け
る
紙
を
置
く
作
法
︑
御
遊
の
際
の
役

者
な
ど
の
記
述
の
比
重
が
大
幅
に
増
す
こ
と
も
︑
当
該
期
の
公
卿
の
興
味
が
奈
辺
に
あ
る

か
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

建
久
六
年
誕
生
の
後
鳥
羽
天
皇
皇
女
昇
子
内
親
王
の
九
夜
の
こ
と
を
記
す
﹃
三
長
記
﹄

に
﹁
寛
弘
︑
九
夜
有
威
儀
御
膳
︑
今
度
被
略
之
︑
為
皇
女
之
故
歟(

)
﹂
と
あ
る
こ
と
は
︑
敦

46

成
親
王
・
敦
良
親
王
の
二
例
と
比
較
し
て
の
意
見
で
あ
ろ
う
が
︑
は
た
し
て
記
主
の
藤
原

長
兼
は
︑
威
儀
御
膳
の
有
無
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

結
び
に
か
え
て
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以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
︑
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒

産
養
は
縁
故
者
が
新
児
の
誕
生
を
祝
い
︑
そ
の
息
災
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
祝
宴
で
あ
る
︒

こ
の
点
は
皇
室
に
限
ら
ず
︑
広
く
一
般
に
通
じ
る
産
養
の
本
質
的
意
義
で
あ
る
と
い
え
る
︒

皇
室
に
お
い
て
も
古
く
か
ら
産
養
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
十
世
紀
頃

ま
で
は
︑
七
夜
に
天
皇
が
主
催
す
る
祝
宴
が
行
わ
れ
る
ほ
か
︑
そ
の
他
の
奇
数
の
日
に
縁

故
者
に
よ
る
小
規
模
な
祝
宴
が
行
わ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

平
安
時
代
中
期
の
藤
原
道
長
政
権
期
に
至
り
︑
皇
子
の
誕
生
の
際
に
は
︑
そ
の
皇
子
が

皇
位
継
承
の
候
補
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
︑
産
養
を
主
催
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
後
見
者
と
し
て
の
超
越
性
を
示
す
と
い
う
意
味
合
い
が
加
味
さ
れ
︑
産
養
は
私
的
な

行
事
か
ら
公
的
な
行
事
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
外
祖
父
が
主
催
す
る

こ
と
の
多
い
五
夜
に
お
け
る
威
儀
御
膳
の
供
進
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
の

変
化
に
伴
い
︑
産
養
は
各
夜
と
も
公
卿
の
参
加
す
る
儀
式
と
し
て
定
式
化
を
み
る
︒

皇
子
女
の
誕
生
儀
礼
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
史
料
の
残
存
状
況
に
偏
り
が
あ
る

こ
と
や
︑
御
生
母
の
身
位
や
外
祖
父
の
有
無
に
よ
っ
て
意
味
合
い
が
異
な
る
た
め
︑
同
じ

条
件
で
比
較
で
き
る
儀
礼
が
少
な
い
こ
と
な
ど
困
難
な
点
が
多
い
︒
そ
の
た
め
史
料
か
ら

知
ら
れ
る
事
実
の
指
摘
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
き
ら
い
も
あ
る
が
︑
産
養
の
性
格
お
よ
び

そ
の
次
第
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

ま
た
儀
式
と
し
て
の
産
養
の
成
立
に
つ
い
て
の
検
討
に
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
し
ま
っ

た
た
め
︑
院
政
期
以
降
の
儀
が
定
着
し
て
か
ら
の
時
期
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
見
通
し
を
述

べ
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

注(�
)

『王
朝
の
風
俗
と
文
学
﹄
塙
書
房
︑
一
九
六
二
年
︒
な
お
国
文
学
の
立
場
か
ら
は
﹃
源

氏
物
語
﹄
な
ど
の
作
品
に
み
え
る
産
養
に
関
し
て
多
く
の
研
究
が
あ
る
︒

(�
)

｢平
安
時
代
の
出
産
儀
礼
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
お
茶
の
水
史
学
﹄
三
四
︑
一
九
九
一
年
︒

(�
)

『﹁
ち
ご
﹂
と
﹁
わ
ら
は
﹂
の
生
活
史
﹄
慶
應
通
信
株
式
会
社
︑
一
九
九
四
年
︒
同
書
に

は
生
育
儀
礼
全
般
に
わ
た
っ
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

(�
)

｢古
代
の
出
産
儀
礼
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
歴
史
研
究
﹄
四
二
︑
一
九
九
六
年
︒

(�
)

Ａ
﹁
産
養
と
王
権
﹂﹃
平
安
王
朝
の
子
ど
も
た
ち
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
四
年
︑
初

出
二
〇
〇
三
年
︒
Ｂ
﹁
王
朝
社
会
の
出
産
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
教
育
の
歴
史
﹄

川
島
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
︒

(�
)

｢通
過
儀
礼
に
対
す
る
平
安
貴
族
の
認
識
﹂﹃
歴
史
の
な
か
の
源
氏
物
語
﹄
思
文
閣
出
版
︑

二
〇
一
一
年
︒

(�
)

『皇
室
制
度
史
料
﹄
儀
制
編

誕
生
一
～
四
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
年
～
二
〇
一

一
年
︒

(�
)

読
書
・
鳴
弦
に
つ
い
て
は
﹃
皇
室
制
度
史
料

儀
制

誕
生
三
﹄
を
参
照
︒

(�
)

注
︵
�
︶
著
書
参
照
︒

(

)

注
︵
�
︶
論
文
参
照
︒

10(

)

注
︵
�
︶
論
文
参
照
︒

11(

)

注
︵
�
︶
Ｂ
論
文
参
照
︒

12(

)

大
治
四
年
誕
生
の
鳥
羽
上
皇
皇
子
本
仁
親
王
の
事
例
は
︑
御
産
の
直
前
に
御
祖
父
白
河

13上
皇
が
崩
御
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
密
儀
と
し
て
次
第
を
省
略
し
た
産
養
が
行
わ
れ
︑
七
夜

を
御
父
上
皇
が
催
す
以
外
は
︑
各
夜
を
御
生
母
藤
原
璋
子
が
催
す
と
い
う
変
則
的
な
も
の
で

あ
っ
た
︒
こ
れ
は
御
祖
父
の
喪
中
に
産
養
が
中
止
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
で
は
あ
る
が
︑
祝
宴

を
催
す
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
︑
殿
上
座
に
お
け
る
公
卿
の
盃
酌
な
ど
の
祝

宴
の
要
素
を
排
し
て
行
わ
れ
て
い
る
︒

(

)

武
井
紀
子
氏
注
︵
�
︶
論
文
も
︑
諸
記
録
に
生
母
へ
の
供
膳
が
必
ず
記
さ
れ
る
こ
と
な

14ど
を
論
拠
に
︑
産
養
が
生
母
を
労
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
︒
な
お
生
母
へ
の
供
膳

の
理
解
に
つ
い
て
は
本
文
を
参
照
︒

(

)

『九
条
殿
記
﹄︵﹃
御
産
部
類
記
﹄
三
所
引
︶
天
暦
四
年
閏
五
月
一
日
条
な
ど
︒
ほ
か
に

15
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寛
仁
二
年
十
二
月
九
日
誕
生
の
敦
明
親
王
王
女
儇
子
内
親
王
の
七
夜
を
記
す
﹃
小
右
記
﹄
十

二
月
十
五
日
条
に
も
﹁
御
息
所
前
物
﹂
と
あ
る
︒

(

)

『小
右
記
﹄
寛
和
元
年
四
月
卅
日
条
︑
同
五
月
四
日
条
︒

16(

)

注
︵
�
︶
Ａ
論
文
参
照
︒

17(

)

Ａ
﹁
日
本
古
代
の
皇
后
と
キ
サ
キ
の
序
列
﹂﹃
日
本
史
研
究
﹄
四
七
〇
︑
二
〇
〇
一
年
︒

18Ｂ
﹁
日
本
古
代
の
叙
品
と
成
人
儀
礼
﹂﹃
敦
賀
論
叢
﹄
一
八
︑
二
〇
〇
三
年
︒
Ｃ
﹁
通
過
儀

礼
か
ら
見
た
親
王
・
内
親
王
の
居
住
﹂﹃
平
安
京
の
住
ま
い
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二

〇
〇
七
年
︒

(

)

『台
記
﹄
保
延
五
年
五
月
廿
四
日
条
︒

19(

)

『明
月
記
﹄
正
治
二
年
九
月
十
七
・
十
八
日
条
︒﹃
猪
隈
関
白
記
﹄
正
治
二
年
九
月
十
四

20日
条
︒

(

)

注
︵

︶
Ａ
論
文
参
照
︒

21

18

(

)

『三
長
記
﹄
建
久
六
年
八
月
廿
一
日
条
︒

22(

)

『皇
室
制
度
史
料

儀
制

誕
生
二
﹄
参
照
︒

23(

)

『皇
室
制
度
史
料

儀
制

誕
生
四
﹄
参
照
︒

24(

)

皇
太
后
で
あ
る
藤
原
彰
子
の
立
場
に
つ
い
て
は
微
妙
で
あ
る
が
︑
父
方
の
血
縁
よ
り
も

25御
生
母
藤
原
姸
子
の
姉
と
い
う
立
場
の
ほ
う
が
近
い
こ
と
か
ら
︑
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
︒

(

)

白
河
院
政
期
の
令
子
内
親
王
は
︑
九
夜
の
主
催
者
と
し
て
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
は
い

26る
が
︑
実
際
に
は
白
河
院
が
奉
仕
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
例
が
多
い
︒

(

)

『紫
式
部
日
記
﹄
の
釈
文
は
書
陵
部
所
蔵
黒
川
本
に
拠
っ
た
︒

27(

)

延
長
元
年
八
月
九
日
条
︒

28(

)

天
暦
四
年
五
月
廿
八
日
条
︒

29(

)

服
藤
早
苗
氏
注
︵
�
︶
Ａ
論
文
は
︑
九
夜
が
省
略
さ
れ
た
と
み
る
︒

30(

)

『栄
花
物
語
﹄
月
の
宴
︵
師
貞
親
王
︶︑
花
山
た
つ
ぬ
る
中
納
言
︵
懐
成
親
王
︶︑
み
は

31て
ぬ
ゆ
め
︵
敦
明
親
王
︶
を
参
照
︒

(

)

『不
知
記
﹄︵﹃
御
産
部
類
記
﹄
四
所
引
︶
寛
弘
五
年
九
月
十
九
日
条
︒

32(

)

『小
右
記
﹄
長
和
二
年
七
月
十
一
日
・
十
四
日
条
︒

33

(

)

『小
右
記
﹄
寛
弘
五
年
九
月
十
九
日
条
︒

34(

)

例
え
ば
元
永
二
年
の
顕
仁
親
王
誕
生
の
こ
と
を
記
す
﹃
長
秋
記
﹄
な
ど
︒

35(

)

こ
の
こ
と
は
﹃
御
遊
抄
﹄
御
産
御
遊
の
項
に
み
え
る
産
養
の
御
遊
が
︑
五
夜
・
七
夜
の

36み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒

(

)

藤
原
道
長
政
権
期
に
お
け
る
産
養
の
和
歌
に
つ
い
て
は
︑
目
崎
徳
衛
氏
に
よ
る
言
及
が

37あ
る
︵﹁
藤
原
道
長
に
お
け
る
和
歌
﹂︵﹃
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九

五
年
︑
初
出
一
九
九
一
年
︶︒
氏
は
当
該
期
の
諸
記
録
に
み
え
る
和
歌
関
係
記
事
を
検
討
し
︑

﹁
ハ
レ
よ
り
も
ケ
の
性
格
を
ゆ
た
か
に
持
つ
諸
行
事
﹂
に
お
い
て
宴
飲
の
場
に
和
歌
の
詠
進

が
み
ら
れ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
︒

(

)

威
儀
御
膳
の
供
進
は
﹃
西
宮
記
﹄
東
宮
元
服
儀
に
も
み
え
︑
こ
れ
が
唐
菓
子
・
木
菓
子

38等
か
ら
な
る
こ
と
︑
あ
ら
か
じ
め
東
屛
風
下
に
置
き
︑
儀
中
は
撤
さ
な
い
こ
と
な
ど
が
記
さ

れ
る
︒

(

)

『小
右
記
﹄
寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
条
︒

39(

)

『左
経
記
﹄
萬
壽
三
年
十
二
月
十
一
日
条
︒

40(

)

院
政
期
以
降
の
例
に
つ
い
て
は
︑
元
永
二
年
顕
仁
親
王
の
例
で
は
﹁
内
・
院
殿
上
四
位
︑

41五
位
﹂︵﹃
源
礼
委
記
﹄︿﹃
御
産
部
類
記
﹄
八
所
引
﹀︶︑
天
治
元
年
通
仁
親
王
の
例
で
は
﹁
両

院
四
・
五
位
殿
上
人
﹂︵﹃
為
隆
卿
記
﹄︿﹃
御
産
部
類
記
﹄
九
所
引
﹀︶︑
建
久
六
年
昇
子
内
親

王
の
例
で
は
﹁
諸
大
夫
四
位
以
下
﹂︵﹃
三
長
記
﹄︶
と
み
え
る
︒

(

)

『小
右
記
﹄
長
和
二
年
九
月
廿
日
条
︒

42(

)

『小
右
記
﹄
寛
弘
五
年
九
月
十
四
日
条
︵﹃
御
産
部
類
記
﹄
四
所
引
︶︒

43(

)

『小
右
記
﹄
寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
条
︒
な
お
延
長
両
度
の
例
と
は
寛
明
親
王
・
成
明

44親
王
の
例
の
こ
と
︒

(

)

平
間
充
子
氏
注
︵
�
︶
論
文
参
照
︒

45(

)

『三
長
記
﹄
建
久
六
年
八
月
廿
一
日
条
︒

46
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